
























































































































大手町ファーストスクエア 権利関係概念図 

（建物概念図） 

 

 

（敷地概念図） 

 

 
（注１）本投資法人の所有形態 

 

（注２）本投資法人が直接保有する資産は不動産信託受益権であるため、所有権者は不動産信託受託者の三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社です。 
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＜物件名称 平河町森タワー＞ 

特定資産の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

所在地 
（住居表示） 

（地番） 
東京都千代田区平河町二丁目16番１号 
東京都千代田区平河町二丁目14番３外４筆 

土地 

所有形態（注１） 
敷地権 

（所有権の共有持分） 
用途地域 

商業地域 
第２種住居地域 

面積 
全体敷地面積 
5,592.19㎡ 

容積率／建ぺい率 700％／80％ 

建物 

所有形態（注２） 区分所有権 用途 事務所・店舗 

延床面積 

一棟全体の延床面積 
51,094.82㎡ 

対象専有面積（注３） 
9,817.52㎡ 

建築時期 平成21年12月 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下３階付24階建 

設計会社 
大成建設株式会社一級建
築士事務所 

施工会社 大成建設株式会社 

ＰＭＬ値 2.7％ 長期修繕費用見積 
129,294千円／12年 

（年平均10,774千円） 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社    

ＰＭ会社 森ビル株式会社    

損益状況 賃貸借の概況（平成28年３月31日現在） 

運用期間 
平成27年10月１日～ 
平成28年３月31日（183日） 

テナント総数（注４） 15 

総賃貸可能面積 9,843.52㎡ 

(Ａ）不動産賃貸事業収益 小計 539百万円 総賃貸面積 9,843.52㎡ 

賃貸事業収入   539百万円 賃料合計（月額） 85百万円 

その他賃貸事業収入   －百万円 稼働率 100.0％ 

(Ｂ）不動産賃貸事業費用 小計 189百万円 取得年月日及び取得価額 

外部委託費   78百万円 取得年月日 平成23年３月１日 

水道光熱費   12百万円 取得価額 18,200百万円 

公租公課   28百万円 取得時の鑑定評価額（注５） 

保険料   0百万円 価格時点 平成23年１月14日 

修繕費   1百万円 鑑定評価額 18,800百万円 

減価償却費   68百万円 期末算定価額（注５） 

その他賃貸事業費用   1百万円 調査の基準となる時点 平成28年３月31日 

(Ｃ）不動産賃貸事業損益＝（Ａ）－（Ｂ） 349百万円 期末算定価額 22,100百万円 

（注１）土地については敷地権が設定されており、信託受託者はそのうちの100,000,000分の41,045,675の共有持分を有しております。 
（注２）建物の所有形態については、後記「平河町森タワー 建物概念図」をご参照ください。 
（注３）取得対象部分は、平河町森タワー管理規約に定める全体共有持分の約26.2％、平河町森タワー事務所部会管理規約に定める事務所共

用持分の約51.9％に相当します。 
（注４）信託受託者と森ビル株式会社との間の定期建物賃貸借契約はパススルー型のため、エンドテナント総数を記載しております。 
（注５）取得時の鑑定評価額及び期末算定価額を算出した不動産鑑定機関は、大和不動産鑑定株式会社です。 

 
＊＊＊特記事項＊＊＊ 

《共有者・区分所有者との取り決め》 
平河町森タワーの各専有部分を所有する区分所有者は、平河町森タワー管理組合を構成しており、管理規約が定められております。また、

事務所及び店舗に係る各専有部分を所有する区分所有者は、平河町森タワー事務所部会を併せて構成しており、事務所部会管理規約が定めら

れております。 
《賃貸借の概況について》 

本物件については、森ビル株式会社との間で、期間５年１ヶ月（平成23年３月１日から平成28年３月31日まで）の定期建物賃貸借契約を締

結し、同社に本物件を一括して賃貸しており、平成26年３月31日までの当初３年１ヶ月の賃料は、エンドテナントとの契約状況にかかわらず

固定賃料が支払われておりましたが、平成26年４月１日以降の賃料は、エンドテナントの賃料と同額とするパススルー型の契約となっており

ます。また、平成28年３月31日付で契約期間満了を迎えたことから、森ビル株式会社との間で期間５年（平成28年４月１日から平成33年３月

31日まで）の普通借家契約を締結し、同社に本物件を一括して賃貸しており、エンドテナントの賃料と同額とするパススルー型の契約となっ

ております。 
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平河町森タワー 建物概念図 

 

 

 

（注１）本投資法人持分 

 

（注２）本投資法人が直接保有する資産は不動産信託受益権であるため、所有権者は不動産信託受託者の三菱UFJ信託銀行

株式会社です。 
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＜物件名称 銀座ファーストビル＞ 

特定資産の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

所在地 
（住居表示） 

（地番） 
東京都中央区銀座一丁目10番６号 
東京都中央区銀座一丁目７番２ 

土地 
所有形態（注１） 

敷地権 
（所有権の共有持分） 

用途地域 商業地域 

面積 1,404.64㎡ 容積率／建ぺい率 700％／80％ 

建物 

所有形態（注２） 区分所有権 用途 事務所・店舗・駐車場 

延床面積 

一棟全体の延床面積 
12,479.45㎡ 
対象専有面積 
9,856.20㎡ 

建築時期 平成10年８月 

構造 鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下３階付11階建 

設計会社 
株式会社園田設計 
株式会社熊谷組一級建
築士事務所 

施工会社 松尾・熊谷建設共同企業体 

ＰＭＬ値 4.8％ 長期修繕費用見積 
434,030千円／12年 

（年平均36,169千円） 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

ＰＭ会社 株式会社ザイマックスアルファ 

損益状況 賃貸借の概況（平成28年３月31日現在） 

運用期間 
平成27年10月１日～ 
平成28年３月31日（183日） 

テナント総数 6 

総賃貸可能面積 7,718.86㎡ 

(Ａ）不動産賃貸事業収益 小計 332百万円 総賃貸面積 7,718.86㎡ 

賃貸事業収入   331百万円 賃料合計（月額） 49百万円 

その他賃貸事業収入   1百万円 稼働率 100.0％ 

(Ｂ）不動産賃貸事業費用 小計 146百万円 取得年月日及び取得価額 

外部委託費   26百万円 取得年月日 平成17年３月29日 

水道光熱費   31百万円 取得価額 12,282百万円 

公租公課   44百万円 取得時の鑑定評価額（注３） 

保険料   0百万円 価格時点 平成16年11月30日 

修繕費   2百万円 鑑定評価額 12,500百万円 

減価償却費   39百万円 期末算定価額（注３） 

その他賃貸事業費用   0百万円 調査の基準となる時点 平成28年３月31日 

(Ｃ）不動産賃貸事業損益＝（Ａ）－（Ｂ) 185百万円 期末算定価額 11,700百万円 

（注１）本物件の土地については敷地権が設定されており、信託受託者はそのうちの100,000分の95,518の共有持分を有しております。 
（注２）信託受託者は、本物件の建物のうち地下３階から地上９階までの区分所有部分9,856.20㎡を有しております。また、本物件の他の区

分所有者は東京都中央区です。 
（注３）取得時の鑑定評価額及び期末算定価額を算出した不動産鑑定機関は、大和不動産鑑定株式会社です。 
 

 
＊＊＊特記事項＊＊＊ 

《不動産に関する行政法規》 
本物件は、地区計画（機能更新型高度利用地区及び街並み誘導型地区計画）により200％の容積率緩和を受けているほか、総合設計制度に

より、公開空地を設ける等の条件が付されたうえで、さらに約75％の容積率緩和適用を受けて建設されております。 
《賃貸借の概況について》 

本物件については、建物賃借人であるテナント６社と普通借家契約（一部、定期建物賃貸借契約）を締結しております。 
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＜物件名称 ＴＫ南青山ビル＞ 

特定資産の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

所在地 
（住居表示） 

（地番） 
東京都港区南青山二丁目６番21号外 
東京都港区南青山二丁目57番25外６筆 

土地 
所有形態 所有権 用途地域 

商業地域 
第２種住居地域 

面積 3,039.08㎡ 容積率／建ぺい率 700％／100％ 

建物 

所有形態（注１） 所有権 用途 
事務所・共同住宅・ 

駐車場・店舗 

延床面積 20,958.79㎡ 建築時期 平成15年５月 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下２階付17階建 

設計会社 株式会社日建設計 施工会社 鹿島建設他共同企業体 

ＰＭＬ値 3.3％ 長期修繕費用見積 
1,088,174千円／12年 
（年平均90,681千円） 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

ＰＭ会社 森ビル株式会社 

損益状況 賃貸借の概況（平成28年３月31日現在） 

運用期間 
平成27年10月１日～ 
平成28年３月31日（183日） 

テナント総数 3 

総賃貸可能面積 14,012.64㎡ 

(Ａ）不動産賃貸事業収益 小計 556百万円 総賃貸面積 14,012.64㎡ 

賃貸事業収入   556百万円 賃料合計（月額） 114百万円 

その他賃貸事業収入   －百万円 稼働率 100.0％ 

(Ｂ）不動産賃貸事業費用 小計 278百万円 取得年月日及び取得価額 

外部委託費   61百万円 取得年月日 平成17年10月21日 

水道光熱費   39百万円 取得価額 35,000百万円 

公租公課   75百万円 取得時の鑑定評価額（注２） 

保険料   1百万円 価格時点 平成17年７月31日 

修繕費   16百万円 鑑定評価額 35,040百万円 

減価償却費   83百万円 期末算定価額（注２） 

その他賃貸事業費用   0百万円  調査の基準となる時点 平成28年３月31日 

(Ｃ）不動産賃貸事業損益＝（Ａ）－（Ｂ) 277百万円 期末算定価額 33,400百万円 

（注１）建物は地上17階地下２階のオフィス棟（名称：ＴＫ南青山ビル）と地上８階地下２階の住宅棟（全12戸）（名称：南青山ガーデンコ

ート）から構成されていますが、登記上は１棟の建物になっています。 
（注２）取得時の鑑定評価額及び期末算定価額を算出した不動産鑑定機関は、株式会社中央不動産鑑定所です。 
 

＊＊＊特記事項＊＊＊ 
《不動産に関する行政法規》 

本物件は、住宅棟と共に一団地扱い（建築基準法第86条）、かつ総合設計制度によって、公開空地を設ける等の条件が付されたうえ、容積

率が約65％緩和され建設されております。 
《賃貸借の概況について》 

本物件については、建物賃借人であるテナント３社と定期建物賃貸借契約（一部、普通借家契約）を締結しております。 
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＜物件名称 アークヒルズ 仙石山森タワー＞ 

特定資産の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

所在地 
（住居表示） 

（地番） 
東京都港区六本木一丁目９番10号 
東京都港区六本木一丁目113番40、虎ノ門五丁目18番206 

土地 

所有形態（注１） 
敷地権 

（所有権の共有持分） 
用途地域 

第２種住居地域 
第２種中高層住居専用 

地域 

面積 
全体敷地面積 
15,367.75㎡ 

容積率／建ぺい率 400％／60％ 

建物 

所有形態（注２） 区分所有権 用途 事務所 

延床面積 

一棟全体の延床面積 
140,667.09㎡ 

対象専有面積（注３） 
3,888.23㎡ 

建築時期 平成24年８月 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下４階付47階建 

設計会社 
森ビル株式会社一級建築
士事務所 

施工会社 株式会社大林組 

ＰＭＬ値 1.7％ 長期修繕費用見積 
28,965千円／12年 

（年平均2,413千円） 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社    

ＰＭ会社 森ビル株式会社    

損益状況 賃貸借の概況（平成28年３月31日現在） 

運用期間 
平成27年10月１日～ 
平成28年３月31日（183日） 

テナント総数（注４） 12 

総賃貸可能面積 3,938.81㎡ 

(Ａ）不動産賃貸事業収益 小計 229百万円 総賃貸面積 3,938.81㎡ 

賃貸事業収入   229百万円 賃料合計（月額）（注５） 36百万円 

その他賃貸事業収入   －百万円 稼働率 100.0％ 

(Ｂ）不動産賃貸事業費用 小計 83百万円 取得年月日及び取得価額 

外部委託費   35百万円 取得年月日 平成24年11月20日 

水道光熱費   2百万円 取得価額 8,423百万円 

公租公課   12百万円 取得時の鑑定評価額（注６） 

保険料   0百万円 価格時点 平成24年10月５日 

修繕費   0百万円 鑑定評価額 8,610百万円 

減価償却費   33百万円 期末算定価額（注６） 

その他賃貸事業費用   0百万円 調査の基準となる時点 平成28年３月31日 

(Ｃ）不動産賃貸事業損益＝（Ａ）－（Ｂ） 145百万円 期末算定価額 10,300百万円 

（注１）土地については敷地権が設定されており、信託受託者はそのうちの100,000,000分の4,964,850の共有持分を有しております。 
（注２）建物の所有形態については、後記「アークヒルズ 仙石山森タワー 建物概念図」をご参照ください。 
（注３）取得対象部分は、管理組合の管理規約に定める全体共有持分の約5.6％に相当します。 
（注４）信託受託者と森ビル株式会社との間の建物賃貸借契約はパススルー型のため、共同運用区画のエンドテナント総数を記載しておりま

す。 
（注５）平成28年３月31日現在における共同運用区画のエンドテナントとの間の賃貸借契約で規定されている１ヶ月の賃料（共益費を含み、

フリーレント期間を設定している場合は、フリーレント期間終了後の月額賃料）の合計額に事業比率を乗じた金額を百万円未満を切

り捨てて記載しております。 
（注６）取得時の鑑定評価額及び期末算定価額を算出した不動産鑑定機関は、大和不動産鑑定株式会社です。 

 
＊＊＊特記事項＊＊＊ 

《共有者・区分所有者との取り決め》 
森ビル株式会社を含む32階から47階までの区分所有者との間で、期間約10年（平成24年11月20日から平成34年11月30日まで）の区分所有者

間協定を締結し、32階から47階までの16フロアを共同運用区画とし、当該区画から生じる収支を面積に基づく事業比率に応じて分配する仕組

み（共同運用）となっています。なお、平成27年11月30日までの賃料収入は、共同運用の対象外でした。 
《賃貸借の概況について》 

本物件については、森ビル株式会社との間で、期間約10年（平成24年11月20日から平成34年11月30日まで）の普通借家契約を締結し、同社

に本物件を一括して賃貸しており、平成27年11月30日までの当初約３年の賃料は、エンドテナントとの契約状況にかかわらず固定賃料が支払

われておりましたが、平成27年12月１日以降の賃料は、エンドテナントの賃料と同額とするパススルー型の契約となり、共同運用の対象とな

っております。 
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アークヒルズ 仙石山森タワー 建物概念図 
 

 

（注１）本投資法人持分       （注２）本投資法人持分以外の共同運用区画 

 

 

 

 

     

 
（注３）本投資法人が直接保有する資産は不動産信託受益権であるため、所有権者は不動産信託受託者の三菱UFJ信託銀

行株式会社です。 
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＜物件名称 アルカセントラル＞ 

特定資産の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

所在地 
（住居表示） 

（地番） 
東京都墨田区錦糸一丁目２番１号 
東京都墨田区錦糸一丁目35番 

土地 

所有形態（注１） 
敷地権 

（所有権の共有持分） 
用途地域 商業地域 

面積 
敷地面積 

18,100.41㎡ 
（第３街区全体） 

容積率／建ぺい率 700％／80％ 

建物 

所有形態（注２） 区分所有権 用途 事務所 

延床面積 

４棟全体の延床面積 
（注３）163,834.24㎡ 
アルカセントラルの延床
面積 49,753.92㎡（竣
工図） 
うち取得対象専有面積
（注４） 15,595.38㎡ 

建築時期 平成９年３月 

構造 

（４棟全体） 

鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下３階付24
階建 

（アルカセントラル） 

鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下３階地上22階建塔屋１階
（竣工図） 

設計会社 株式会社日建設計 施工会社 

竹中・鹿島・大林・ 
戸田・フジタ・多田・
不二・東武谷内田建設
共同企業体 

ＰＭＬ値 2.2％ 長期修繕費用見積 
592,440千円／12年 

（年平均49,370千円） 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社    

ＰＭ会社 
株式会社アルカタワーズ（注５） 
シービーアールイー株式会社（注６） 

   

損益状況 賃貸借の概況（平成28年３月31日現在） 

運用期間 
平成27年10月１日～ 
平成28年３月31日（183日） 

テナント総数 21 

総賃貸可能面積 15,746.41㎡ 

(Ａ）不動産賃貸事業収益 小計 523百万円 総賃貸面積 15,294.41㎡ 

賃貸事業収入   523百万円 賃料合計（月額） 87百万円 

その他賃貸事業収入   －百万円 稼働率 97.1％ 

(Ｂ）不動産賃貸事業費用 小計 277百万円 取得年月日及び取得価額 

外部委託費   62百万円 取得年月日 
①平成26年３月28日 
②平成26年５月30日 

水道光熱費   28百万円 取得価額（注７） 15,391百万円 

公租公課   58百万円 取得時の鑑定評価額（注８） 

保険料   2百万円 価格時点 
①平成26年２月20日 
②平成26年５月１日 

修繕費   58百万円 鑑定評価額 
①16,600百万円 
②  403百万円 

減価償却費   67百万円 期末算定価額（注８） 

その他賃貸事業費用   0百万円 調査の基準となる時点 平成28年３月31日 

(Ｃ）不動産賃貸事業損益＝（Ａ）－（Ｂ) 246百万円 期末算定価額 17,600百万円 

（注１）土地については敷地権が設定されており、信託受託者はそのうちの100,000,000分の20,383,318の共有持分を有しております。 

（注２）建物の所有形態については、後記「アルカセントラル 建物概念図」をご参照ください。 

（注３）登記上の一棟の建物に、アルカセントラルの他、東武ホテル、トリフォニーホール、アルカウェストの各棟が含まれます。 

（注４）取得対象部分は、管理組合の管理規約に基づく第３街区全体共有持分の約20.4％、アルカセントラル棟共有持分の約57.8％に相当しま

す。 

（注５）管理規約に定める建物の共用部分、共用設備等についての管理に関する業務を区分所有者より受託しております。 

（注６）専有部分についてのテナント管理業務等を信託受託者より受託しております。 

（注７）取得価額は、取得諸経費、固定資産税及び都市計画税の精算金、消費税及び地方消費税を含まない金額（売買契約書等に記載された売

買価額合計）16,400百万円から、売主から承継した管理組合の修繕積立金合計1,008百万円を控除した金額を記載しております。 

（注８）取得時の鑑定評価額及び期末算定価額を算出した不動産鑑定機関は、大和不動産鑑定株式会社です。 
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＊＊＊特記事項＊＊＊ 

《区分所有者との取り決め》 

１．アルカセントラルの各専有部分を所有する区分所有者は、錦糸町第３街区管理組合及びその下部組織としての同４棟管理組合、さらにその

下部組織としての同アルカセントラル管理組合を構成しており、これら全ての組合に共通する規約として、錦糸町第３街区管理規約が定め

られております。 

２．区分所有者が専有部分を譲渡しようとするときは、管理者に対して書面により譲渡条件を申し出なければなりません。申し出を受けた管理

者は他の区分所有者に対して譲渡が予定されている旨を通知し、譲受人を募るものとされております。 

《賃貸借の概況について》 

 本物件については、建物賃借人であるテナント21社と普通借家契約を締結しております。 

 
アルカセントラル 建物概念図 

 
（注１）本投資法人持分 

   部分 

  所有形態 

  土地：所有権 

  建物：区分所有権 

 
（注２）本投資法人が直接保有する資産は不動産信託受益権であるため、所有権者は不動産信託受託者の三菱UFJ信託銀行株式会社です。 
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＜物件名称 横浜プラザビル＞ 

特定資産の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

所在地 
（登記上の建物の表示）神奈川県横浜市神奈川区金港町２番地６ 

（地番）神奈川県横浜市神奈川区金港町２番６ 

土地 
所有形態 所有権 用途地域 工業地域 

面積 2,720.30㎡ 容積率／建ぺい率 200％／60％ 

建物 

所有形態 所有権 用途 事務所・店舗・駐車場 

延床面積 19,968.20㎡ 建築時期 平成22年２月 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付12階建 

設計会社 
株式会社竹中工務店一級
建築士事務所 

施工会社 株式会社竹中工務店 

ＰＭＬ値 4.4％ 長期修繕費用見積 
157,289千円／12年 

（年平均13,107千円） 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社    

ＰＭ会社 三井不動産ビルマネジメント株式会社    

損益状況 賃貸借の概況（平成28年３月31日現在） 

運用期間 
平成27年10月１日～ 
平成28年３月31日（183日） 

テナント総数 20 

総賃貸可能面積 14,222.53㎡ 

(Ａ）不動産賃貸事業収益 小計 516百万円 総賃貸面積 14,222.53㎡ 

賃貸事業収入   516百万円 賃料合計（月額） 78百万円 

その他賃貸事業収入   0百万円 稼働率 100.0％ 

(Ｂ）不動産賃貸事業費用 小計 235百万円 取得年月日及び取得価額 

外部委託費   42百万円 取得年月日 平成26年８月１日 

水道光熱費   24百万円 取得価額 17,950百万円 

公租公課   31百万円 取得時の鑑定評価額（注） 

保険料   0百万円 価格時点 平成26年６月５日 

修繕費   8百万円 鑑定評価額 17,980百万円 

減価償却費   126百万円 期末算定価額（注） 

その他賃貸事業費用   0百万円 調査の基準となる時点 平成28年３月31日 

(Ｃ）不動産賃貸事業損益＝（Ａ）－（Ｂ) 281百万円 期末算定価額 19,600百万円 

（注）取得時の鑑定評価額及び期末算定価額を算出した不動産鑑定機関は、一般財団法人日本不動産研究所です。 
 

＊＊＊特記事項＊＊＊ 
《不動産に関する行政法規》 

本物件は、ヨコハマポートサイド地区計画区域内の容積率の緩和認定によって、文化・芸術関連施設及びオープンスペースを設け、適正に

維持管理する等の条件が付されたうえ容積率が約500％緩和され建設されております。 
《賃貸借の概況について》 
 本物件については、建物賃借人であるテナント20社と普通借家契約（一部、定期建物賃貸借契約）を締結しております。 
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＜物件名称 明治安田生命さいたま新都心ビル＞ 

特定資産の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

所在地 
（登記上の建物の表示）埼玉県さいたま市中央区新都心11番地２ 

（地番）埼玉県さいたま市中央区新都心11番２外34筆 

土地 
所有形態 所有権（共有持分50％） 用途地域 商業地域 

面積 
全体敷地面積 
7,035.05㎡ 

容積率／建ぺい率 800％／80％ 

建物 

所有形態 所有権（共有持分50％） 用途 事務所・駐車場・店舗 

延床面積 
一棟全体の延床面積 

78,897.42㎡ 
建築時期 平成14年３月 

構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下３階付35階建 

設計会社 株式会社日建設計 施工会社 鹿島建設他共同企業体 

ＰＭＬ値 3.6％ 
長期修繕費用見積 

（注１） 
985,745千円／12年 

（年平均82,145千円） 

信託受託者 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社    

ＰＭ会社 株式会社ザイマックスアルファ    

損益状況 賃貸借の概況（平成28年３月31日現在） 

運用期間 
平成27年10月１日～ 
平成28年３月31日（183日） 

テナント総数 46 

総賃貸可能面積（注１） 21,704.32㎡ 

(Ａ）不動産賃貸事業収益 小計 824百万円 総賃貸面積（注１） 21,183.68㎡ 

賃貸事業収入   823百万円 賃料合計（月額）（注１） 113百万円 

その他賃貸事業収入   1百万円 稼働率 97.6％ 

(Ｂ）不動産賃貸事業費用 小計 529百万円 取得年月日及び取得価額 

外部委託費   98百万円 取得年月日 平成19年４月25日 

水道光熱費   72百万円 取得価額（注２） 22,700百万円 

公租公課   59百万円 取得時の鑑定評価額（注３） 

保険料   1百万円 価格時点 平成19年２月１日 

修繕費   56百万円 鑑定評価額 22,820百万円 

減価償却費   240百万円 期末算定価額（注３） 

その他賃貸事業費用   0百万円 調査の基準となる時点 平成28年３月31日 

(Ｃ）不動産賃貸事業損益＝（Ａ）－（Ｂ) 295百万円 期末算定価額 22,650百万円 
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（注１）建物全体の50％相当を記載しております。 
（注２）取得資産（土地建物全体の50％相当）の金額を記載しております。 
（注３）取得時の鑑定評価額及び期末算定価額を算出した不動産鑑定機関は、株式会社中央不動産鑑定所です。なお、取得時の鑑定評価額及

び期末算定価額は、取得資産（土地建物全体の50％相当）に対する価額です。 
 

＊＊＊特記事項＊＊＊ 
《不動産に関する行政法規》 
１．本物件は、平成10年12月28日付再開発地区計画の変更及び首都高速道路に伴う重複利用地区を事由に建築基準法第68条の５第１号によ

り、容積率が約196％緩和され建築されております。 
２．本物件は、平成２年12月付県道高速浦和戸田線の路線認定及び本物件との整合を事由に建築基準法第44条第１項第３号による道路内の建

築制限緩和の認定を埼玉県知事から受けています。 
３．本物件は、平成２年12月付県道高速浦和戸田線の路線認定及び本物件との整合（立体道路制度の適用）を事由に都市計画法第65条第１項

の許可を埼玉県浦和土木事務所から受けています。 
４．本物件が存する地区は、さいたま新都心４街区の交通広場及び歩行者自由通路に関して、その整備目的に則した管理運営を実現するた

め、「さいたま新都心４街区の交通広場及び歩行者自由通路の管理運営に関する基本協定」が定められており、交通広場に関しては、

「さいたま新都心４街区の交通広場の管理運営に関する基本協定」に基づき施設維持義務が定められています。 
《権利形態等》 
 本物件の敷地のうち南側の一部（1,902.60㎡）に高速道路の道路用地のための地上権が、北東側・南側の一部（149.01㎡）に立体横断施設

（歩行者自由通路）のための地上権が設定されております。 
《共有者との取り決め》 
１．本物件の他の共有者は明治安田生命保険相互会社１社です。 
２．他の共有者と信託受託者の間では本物件の管理・運営を円滑にすること及び共有持分の譲渡の際の手続等を規定することを目的に共有者

間協定が締結されています。当該共有者間協定には、他の共有者に優先して譲渡の申し出を行うこと、他の共有者の承諾なく第三者に譲

渡、担保設定等が行えないこと、第三者と交渉をする場合でも一定の期間・条件のもと他の共有者は優先買取権を持つこと、分割請求の

禁止等が定められています。 
３．他の共有者と信託受託者は連名でＰＭ会社との間でプロパティ・マネジメント業務委託契約を締結し、同社に対して、本物件の管理・運

営業務を委託しております。当該プロパティ・マネジメント業務委託契約において、本物件のテナントからの賃料は他の共有者名義の口

座に入金された後、当該口座から信託受託者に対して共有持分に係るテナントからの賃貸収入相当分が送金されるものとされ、また、本

物件の管理等に要する費用は信託受託者がＰＭ会社名義の口座に入金した後、当該口座からＰＭ会社により当該費用の支払がなされるこ

ととなっています。 
《賃貸借の概況について》 
 本物件については、建物賃借人である全テナント46社と定期建物賃貸借契約を締結しております。 
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＜物件名称 淀屋橋フレックスタワー＞ 

特定資産の概要 

特定資産の種類 不動産信託受益権 

所在地 
（住居表示） 

（地番） 
大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目３番11号 
大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目35番２ 

土地 
所有形態 所有権 用途地域 商業地域 

面積 1,692.51㎡ 容積率／建ぺい率 600％／80％ 

建物 

所有形態 所有権 用途 事務所・駐車場 

延床面積 10,997.50㎡ 建築時期 平成18年11月 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付12階建 

設計会社 
大成建設株式会社一級建
築士事務所 

施工会社 大成建設株式会社 

ＰＭＬ値 5.4％ 長期修繕費用見積 
110,215千円／12年 

（年平均9,184千円） 

信託受託者 三井住友信託銀行株式会社    

ＰＭ会社 住商ビルマネージメント株式会社    

損益状況 賃貸借の概況（平成28年３月31日現在） 

運用期間 
平成27年10月１日～ 
平成28年３月31日（183日） 

テナント総数 9 

総賃貸可能面積 7,432.28㎡ 

(Ａ）不動産賃貸事業収益 小計 112百万円 総賃貸面積 6,083.90㎡ 

賃貸事業収入   112百万円 賃料合計（月額） 25百万円 

その他賃貸事業収入   0百万円 稼働率 81.9％ 

(Ｂ）不動産賃貸事業費用 小計 122百万円 取得年月日及び取得価額 

外部委託費   13百万円 取得年月日 平成20年１月31日 

水道光熱費   15百万円 取得価額 7,834百万円 

公租公課   19百万円 取得時の鑑定評価額（注） 

保険料   0百万円 価格時点 平成19年11月１日 

修繕費   10百万円 鑑定評価額 7,940百万円 

減価償却費   62百万円 期末算定価額（注） 

その他賃貸事業費用   1百万円 調査の基準となる時点 平成28年３月31日 

(Ｃ）不動産賃貸事業損益＝（Ａ）－（Ｂ) △9百万円 期末算定価額 6,760百万円 

（注）取得時の鑑定評価額及び期末算定価額を算出した不動産鑑定機関は、大和不動産鑑定株式会社です。 
 

＊＊＊特記事項＊＊＊ 
《不動産に関する行政法規》 
 本物件は、総合設計制度によって、公開空地を設ける等の条件が付されたうえ容積率が約87％緩和され建設されております。 
《賃貸借の概況について》 
 本物件については、建物賃借人であるテナント９社と普通借家契約を締結しております。 
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Ｃ．運用資産への資本的支出 

（イ）資本的支出の予定 

 既存投資物件に関し、平成28年３月31日現在計画されている改修工事等に伴う資本的支出の予定額のう

ち主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予定金額には、会計上の費用に区分経理される部分が

含まれています。 

不動産等の名称 

（所在） 
目的 予定期間 

工事予定金額（千円） 

総額 
当期支払

額 
既支払総額 

大手町ファーストスクエア 

（東京都千代田区） 

競争力維持向上のための

共用部リニューアル工事

（平成28年度） 

自 平成28年４月

至 平成29年３月 
93,000 ― ― 

ＴＫ南青山ビル 

（東京都港区） 

共用部空調改修工事（第

２期） 
平成28年６月 18,300 ― ― 

トイレジェットタオル設

置工事 
平成28年９月 6,800 ― ― 

横浜プラザビル 

（神奈川県横浜市神奈川区） 

外装ガラス等飛散防止フ

ィルム貼工事 
平成28年５月 8,168 ― ― 

 

（ロ）当期中に行った資本的支出 

 投資した不動産等において、当期に行った資本的支出に該当する主要な工事等の概要は以下のとおりで

す。当期の資本的支出に該当する工事は281,822千円であり、当期費用に区分された修繕費170,295千円と

合わせ、合計452,118千円の工事を実施しております。 

不動産等の名称 

（所在） 
目的 実施期間等 

支出金額 

（千円） 

大手町ファーストスクエア 

（東京都千代田区） 

競争力維持向上のための共用部リニ

ューアル工事（平成27年度下期） 

自 平成27年10月１日 

至 平成28年３月27日 
33,276 

電力監視設備更新工事 
自 平成27年10月１日 

至 平成28年３月４日 
5,512 

ＴＫ南青山ビル 

（東京都港区） 

共用部空調改修工事 
自 平成28年２月６日 

至 平成28年３月28日 
9,121 

空調インバーター更新工事 
自 平成28年３月２日 

至 平成28年３月14日 
5,700 

アルカセントラル 

（東京都墨田区） 

貸室内補助空調更新工事（３回目） 
自 平成27年10月１日 

至 平成28年３月28日 
117,953 

空調用中継器更新工事 
自 平成27年10月１日 

至 平成28年２月28日 
4,446 

給湯機器更新工事 
自 平成27年10月１日 

至 平成28年２月28日 
12,149 

喫煙室新設工事 
自 平成27年10月15日 

至 平成28年１月８日 
20,648 

横浜プラザビル 

（神奈川県横浜市神奈川区） 
喫煙室新設工事 

自 平成28年２月15日 

至 平成28年３月22日 
9,825 

明治安田生命さいたま新都心ビル 

（埼玉県さいたま市中央区） 
貸室内補助空調更新工事 

自 平成27年10月１日 

至 平成27年10月30日 
7,246 
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（ハ）長期修繕計画のために積立てた金銭 

 本投資法人は、物件毎に策定している長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中

長期的な将来の大規模修繕等の資金支払に充当することを目的とした修繕積立金を、以下のとおり積み立

てております。 

 

第21期（千円） 
（自 平成25年 
  10月１日 
至 平成26年 
  ３月31日） 

第22期（千円） 
（自 平成26年 
  ４月１日 
至 平成26年 
  ９月30日） 

第23期（千円） 
（自 平成26年 
  10月１日 
至 平成27年 
  ３月31日） 

第24期（千円） 
（自 平成27年 
  ４月１日 
至 平成27年 

  ９月30日） 

第25期（千円） 
（自 平成27年 
  10月１日 
至 平成28年 

  ３月31日） 

当期首積立金残高 2,890,590 1,464,945 1,603,390 1,340,217 1,307,843 

当期積立額 243,427 138,445 159,863 157,706 141,782 

当期積立金取崩額 1,669,071 ― 423,036 190,080 ─ 

次期繰越額 1,464,945 1,603,390 1,340,217 1,307,843 1,449,625 

（注１）上記に記載した金額とは別に、アルカセントラル（区分所有物件）の管理規約等に基づく修繕積立金として、平成28年３月31日現在

677,372千円を管理組合に積み立てております。 

（注２）第21期の積立金の取り崩しは、平成25年12月20日付のスフィアタワー天王洲の譲渡及び平成26年３月27日付の近鉄新名古屋ビル（共有

持分67％）の譲渡により、各譲渡物件分に相当する積立金を取り崩したものです。また、第23期の積立金の取り崩しは、平成26年10月

９日付の近鉄新名古屋ビル（共有持分33％）の譲渡により、近鉄新名古屋ビル（共有持分33％）分に相当する積立金を取り崩したもの

です。第24期の積立金の取り崩しは、ＴＫ南青山ビルのテナント入替に際し実施した内装リニューアル更新工事の支払に充当するため

積立金を取り崩したものです。 

 

 

Ｄ．エンジニアリングレポートにおける数値 

 個別の投資対象不動産毎に、当該敷地及び周辺の状況、建物の構造・内外装・各種設備の状況、修繕費用等

の算出、再調達価格の算出、建物の有害物質含有・土壌環境等の調査、遵法性等に関する調査を調査会社に委

託し報告を受けております。ただし、報告内容については、委託調査会社の意見に過ぎず内容の正確性につい

ては保証されておりません。 

（イ）エンジニアリングレポートの担当委託調査会社、報告書日付及び長期修繕の費用見積合計は以下のとお

りです。 

物件名 委託調査会社 報告書日付 

長期修繕の費用 

見積合計 

（12年） 

年平均 

大手町ファーストスクエア 
日建設計コンストラクショ

ン・マネジメント株式会社 
平成25年９月 （注１） （注１） 

平河町森タワー 
株式会社イー・アール・エ

ス 

平成27年12月 

（注２） 
129,294千円 10,774千円 

銀座ファーストビル 清水建設株式会社 平成26年12月 434,030千円 36,169千円 

ＴＫ南青山ビル 清水建設株式会社 平成27年７月 1,088,174千円 90,681千円 

アークヒルズ 仙石山森タワー 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング株式会社 
平成24年10月 28,965千円 2,413千円 

アルカセントラル 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング株式会社 

平成26年３月 

平成26年５月

（追加分） 

592,440千円 49,370千円 

横浜プラザビル 
東京海上日動リスクコンサ

ルティング株式会社 
平成26年７月 157,289千円 13,107千円 

明治安田生命さいたま新都心ビル 株式会社竹中工務店 平成24年３月 
985,745千円 

（注３） 

82,145千円 

（注３） 

淀屋橋フレックスタワー 清水建設株式会社 平成24年10月 110,215千円 9,184千円 

（注１）長期修繕の費用を開示することについて関係者からの承諾が得られていないため、記載しておりません。 

（注２）当期、エンジニアリングレポートを再取得し、時点修正を行っております。 

（注３）共有持分50％に相当する金額を記載しております。 

 

- 74 -



（ロ）地震リスク分析報告書の概要 

 個別の投資対象不動産毎に、応用アール・エム・エス株式会社により地震リスク分析報告書が作成され

ております。ただし、本地震リスク分析報告書については、その内容を保証するものではなく、意見に過

ぎません。 

 個別物件のＰＭＬ（Probable Maximum Loss：予想最大損失率）とは、建物に最大級の被害を与える地

震として再現期間475年の地震を設定し、その地震動の強さから評価した各建物の地震被害による損失率

（損失額／建物の再調達価格）と定義されます。ただし、ＰＭＬ値には、機器、家具、在庫品、水又は火

災による被害、被災者に対する補償、休業による損失等は考慮されておりません。 

 ポートフォリオのＰＭＬ評価では、複数の建物における地震による相関性を考慮して、ある震源位置で

再現期間475年の地震が発生した場合に、ポートフォリオを構成する建物に同時に発生する損失額の総和

から全体での損失率（損失総額／全建物の再調達価格）を求め、その最大値をポートフォリオのＰＭＬ値

としています。 

 なお、本投資法人が投資する信託不動産については、本地震リスク分析報告書の結果を踏まえ、地震保

険は付保しない方針です。 

物件名称 ＰＭＬ値 

大手町ファーストスクエア 1.3％ 

平河町森タワー 2.7％ 

銀座ファーストビル 4.8％ 

ＴＫ南青山ビル 3.3％ 

アークヒルズ 仙石山森タワー 1.7％ 

アルカセントラル 2.2％ 

横浜プラザビル 4.4％ 

明治安田生命さいたま新都心ビル 3.6％ 

淀屋橋フレックスタワー 5.4％ 

ポートフォリオ全体 2.1％ 
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Ｅ．テナント等の概要 

（イ）個別不動産に関する賃貸状況の概要 

        （平成28年３月31日現在） 
 

物件名 
総賃貸可能 

面積（㎡） 

総賃貸面積 

（㎡） 

テナントの 

総数 

不動産賃貸 

事業収益 

（百万円） 

対総不動産賃貸 

事業収益比率

（％）（注１） 

大手町ファーストスクエア 8,164.19 8,041.57 41 442 10.8 

平河町森タワー 9,843.52 9,843.52 15（注２） 539 13.2 

銀座ファーストビル 7,718.86 7,718.86 6 332 8.1 

ＴＫ南青山ビル 14,012.64 14,012.64 3 556 13.6 

アークヒルズ 仙石山森タワー 3,938.81 3,938.81 12（注３） 229 5.6 

アルカセントラル 15,746.41 15,294.41 21 523 12.8 

横浜プラザビル 14,222.53 14,222.53 20 516 12.6 

明治安田生命さいたま新都心ビル 21,704.32 21,183.68 46 824 20.2 

淀屋橋フレックスタワー 7,432.28 6,083.90 9 112 2.7 

合計 102,783.56 100,339.92 169（注４） 4,076 100.0 

（注１）「対総不動産賃貸事業収益比率」は、小数点第１位未満を切捨てて記載しております。 

（注２）信託受託者と森ビル株式会社との間の定期建物賃貸借契約はパススルー型のため、エンドテナント総数を記載しております。 

（注３）信託受託者と森ビル株式会社との間の建物賃貸借契約はパススルー型のため、共同運用区画のエンドテナント総数を記載しておりま

す。 

（注４）「テナントの総数」の合計は、同一テナントが複数の物件に入居している場合には、１テナントとして算出しております。 

 

（ロ）稼働率推移 
   

物件名 
平成23年 
４月末日 
（％） 

平成23年 
５月末日 
（％） 

平成23年 
６月末日 
（％） 

平成23年 
７月末日 
（％） 

平成23年 
８月末日 
（％） 

平成23年 
９月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 69.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

スフィアタワー天王洲 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 

明治安田生命さいたま新都心ビル 98.6 98.6 98.6 98.6 97.2 97.3 

淀屋橋フレックスタワー 90.9 90.9 90.9 100.0 100.0 100.0 

近鉄新名古屋ビル 96.4 97.3 95.5 92.8 89.4 87.6 

合計 95.6 95.8 95.5 95.6 94.7 94.4 

 

物件名 
平成23年 
10月末日 
（％） 

平成23年 
11月末日 
（％） 

平成23年 
12月末日 
（％） 

平成24年 
１月末日 
（％） 

平成24年 
２月末日 
（％） 

平成24年 
３月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 97.4 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

スフィアタワー天王洲 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 

明治安田生命さいたま新都心ビル 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 97.3 

淀屋橋フレックスタワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

近鉄新名古屋ビル 86.7 86.7 86.7 88.5 88.5 91.2 

合計 94.3 94.3 94.3 94.6 94.6 95.1 
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物件名 
平成24年 
４月末日 
（％） 

平成24年 
５月末日 
（％） 

平成24年 
６月末日 
（％） 

平成24年 
７月末日 
（％） 

平成24年 
８月末日 
（％） 

平成24年 
９月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 70.9 74.9 74.9 74.9 74.9 74.9 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 97.4 92.5 95.1 95.1 95.1 95.1 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

スフィアタワー天王洲 98.0 92.6 92.6 92.6 89.5 89.5 

明治安田生命さいたま新都心ビル 98.2 98.2 98.2 98.0 98.2 98.2 

淀屋橋フレックスタワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

近鉄新名古屋ビル 92.9 92.9 92.9 98.2 98.2 98.2 

合計 95.6 94.6 94.8 95.7 95.2 95.2 

 

物件名 
平成24年 
10月末日 
（％） 

平成24年 
11月末日 
（％） 

平成24年 
12月末日 
（％） 

平成25年 
１月末日 
（％） 

平成25年 
２月末日 
（％） 

平成25年 
３月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 74.9 74.9 82.7 82.7 88.8 88.8 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 100.0 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アークヒルズ 仙石山森タワー ─ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

スフィアタワー天王洲 90.2 90.2 91.1 91.1 91.1 91.1 

明治安田生命さいたま新都心ビル 98.2 98.2 98.2 98.7 99.3 99.0 

淀屋橋フレックスタワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

近鉄新名古屋ビル 96.4 96.4 96.4 95.6 95.6 95.6 

合計 95.0 95.2 95.9 95.9 96.5 96.7 

 

物件名 
平成25年 
４月末日 
（％） 

平成25年 
５月末日 
（％） 

平成25年 
６月末日 
（％） 

平成25年 
７月末日 
（％） 

平成25年 
８月末日 
（％） 

平成25年 
９月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 88.8 88.8 88.8 88.9 88.9 92.5 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アークヒルズ 仙石山森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

スフィアタワー天王洲 91.1 89.5 89.5 89.5 89.5 46.6 

明治安田生命さいたま新都心ビル 98.4 92.5 92.5 93.2 93.2 93.2 

淀屋橋フレックスタワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

近鉄新名古屋ビル 95.6 95.6 95.6 95.6 96.4 96.4 

合計 96.6 95.2 95.2 95.3 95.5 88.7 

 

物件名 
平成25年 
10月末日 
（％） 

平成25年 
11月末日 
（％） 

平成25年 
12月末日 
（％） 

平成26年 
１月末日 
（％） 

平成26年 
２月末日 
（％） 

平成26年 
３月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 89.7 92.5 92.5 92.6 92.6 92.6 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アークヒルズ 仙石山森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アルカセントラル ─ ─ ─ ─ ─ 95.9 

スフィアタワー天王洲 42.8 42.8 ─ ─ ─ ─ 

明治安田生命さいたま新都心ビル 90.2 90.2 90.1 85.5 85.5 82.2 

淀屋橋フレックスタワー 100.0 100.0 100.0 98.0 98.0 98.0 

近鉄新名古屋ビル 98.2 98.2 87.5 89.3 89.3 88.4 

合計 87.6 87.8 94.4 93.5 93.5 93.7 
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物件名 
平成26年 
４月末日 
（％） 

平成26年 
５月末日 
（％） 

平成26年 
６月末日 
（％） 

平成26年 
７月末日 
（％） 

平成26年 
８月末日 
（％） 

平成26年 
９月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 92.6 91.5 91.5 92.6 90.5 90.5 

平河町森タワー 95.5 95.5 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アークヒルズ 仙石山森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アルカセントラル 95.9 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

横浜プラザビル ─ ─ ─ ─ 100.0 100.0 

明治安田生命さいたま新都心ビル 78.2 78.2 79.3 80.8 81.4 82.1 

淀屋橋フレックスタワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

近鉄新名古屋ビル 90.2 90.2 95.5 97.3 97.3 96.4 

合計 92.5 92.5 94.2 94.8 95.4 95.5 

 

物件名 
平成26年 
10月末日 
（％） 

平成26年 
11月末日 
（％） 

平成26年 
12月末日 
（％） 

平成27年 
１月末日 
（％） 

平成27年 
２月末日 
（％） 

平成27年 
３月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 90.5 86.2 86.2 86.2 86.2 92.1 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アークヒルズ 仙石山森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アルカセントラル 100.0 100.0 97.0 97.0 97.0 97.0 

横浜プラザビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

明治安田生命さいたま新都心ビル 82.1 82.1 83.5 84.2 84.2 88.2 

淀屋橋フレックスタワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

合計 95.5 95.1 95.0 95.1 95.1 96.4 

 

物件名 
平成27年 
４月末日 
（％） 

平成27年 
５月末日 
（％） 

平成27年 
６月末日 
（％） 

平成27年 
７月末日 
（％） 

平成27年 
８月末日 
（％） 

平成27年 
９月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 92.1 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アークヒルズ 仙石山森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アルカセントラル 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 100.0 

横浜プラザビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

明治安田生命さいたま新都心ビル 89.6 89.6 98.5 98.5 98.5 98.5 

淀屋橋フレックスタワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

合計 96.7 96.7 98.6 98.6 98.6 99.1 

 

物件名 
平成27年 
10月末日 
（％） 

平成27年 
11月末日 
（％） 

平成27年 
12月末日 
（％） 

平成28年 
１月末日 
（％） 

平成28年 
２月末日 
（％） 

平成28年 
３月末日 
（％） 

大手町ファーストスクエア 92.1 92.1 94.2 94.2 98.5 98.5 

平河町森タワー 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

銀座ファーストビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ＴＫ南青山ビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

アークヒルズ 仙石山森タワー 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 

アルカセントラル 100.0 100.0 97.1 97.1 97.1 97.1 

横浜プラザビル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

明治安田生命さいたま新都心ビル 98.5 98.5 97.9 97.9 97.9 97.6 

淀屋橋フレックスタワー 72.8 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9 

合計 97.1 97.8 97.3 97.3 97.7 97.6 

（注）「稼働率」は、小数点第２位を四捨五入しております。 
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Ｆ．主要な不動産の物件に関する情報 

 本件不動産のうち、当期の不動産賃貸事業収益の合計10％以上を占める物件は、以下のとおりです。 

（平成28年３月31日現在） 

＜物件名称 大手町ファーストスクエア＞ 

テナント総数   41 

不動産賃貸事業収益   442百万円 

不動産賃貸事業収益の合計に占める割合   10.8％ 

総賃貸面積   8,041.57㎡ 

総賃貸可能面積   8,164.19㎡ 

最近５年間の稼働率の推移 平成28年３月31日 98.5％ 

  平成27年９月30日 92.1％ 

  平成27年３月31日 92.1％ 

  平成26年９月30日 90.5％ 

  平成26年３月31日 92.6％ 

  平成25年９月30日 92.5％ 

  平成25年３月31日 88.8％ 

  平成24年９月30日 74.9％ 

  平成24年３月31日 70.8％ 

  平成23年９月30日 70.8％ 

 
 

＜物件名称 平河町森タワー＞ 

テナント総数   15（注） 

不動産賃貸事業収益   539百万円 

不動産賃貸事業収益の合計に占める割合   13.2％ 

総賃貸面積   9,843.52㎡ 

総賃貸可能面積   9,843.52㎡ 

最近５年間の稼働率の推移 平成28年３月31日 100.0％ 

  平成27年９月30日 100.0％ 

  平成27年３月31日 100.0％ 

  平成26年９月30日 100.0％ 

  平成26年３月31日 100.0％ 

  平成25年９月30日 100.0％ 

  平成25年３月31日 100.0％ 

  平成24年９月30日 100.0％ 

  平成24年３月31日 100.0％ 

  平成23年９月30日 100.0％ 

（注）信託受託者と森ビル株式会社との間の定期建物賃貸借契約はパススルー型のため、エンドテナント総数を記載しております。 
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＜物件名称 ＴＫ南青山ビル＞ 

テナント総数   3 

不動産賃貸事業収益   556百万円 

不動産賃貸事業収益の合計に占める割合   13.6％ 

総賃貸面積   14,012.64㎡ 

総賃貸可能面積   14,012.64㎡ 

最近５年間の稼働率の推移 平成28年３月31日 100.0％ 

  平成27年９月30日 100.0％ 

  平成27年３月31日 100.0％ 

  平成26年９月30日 100.0％ 

  平成26年３月31日 100.0％ 

  平成25年９月30日 100.0％ 

  平成25年３月31日 100.0％ 

  平成24年９月30日 100.0％ 

  平成24年３月31日 100.0％ 

  平成23年９月30日 100.0％ 

 

＜物件名称 アルカセントラル＞ 

テナント総数   21 

不動産賃貸事業収益   523百万円 

不動産賃貸事業収益の合計に占める割合   12.8％ 

総賃貸面積   15,294.41㎡ 

総賃貸可能面積   15,746.41㎡ 

最近５年間の稼働率の推移 平成28年３月31日 97.1％ 

  平成27年９月30日 100.0％ 

  平成27年３月31日 97.0％ 

  平成26年９月30日 100.0％ 

  平成26年３月31日 95.9％ 

  平成25年９月30日 － 

  平成25年３月31日 － 

  平成24年９月30日 － 

  平成24年３月31日 － 

  平成23年９月30日 － 

 

＜物件名称 横浜プラザビル＞ 

テナント総数   20 

不動産賃貸事業収益   516百万円 

不動産賃貸事業収益の合計に占める割合   12.6％ 

総賃貸面積   14,222.53㎡ 

総賃貸可能面積   14,222.53㎡ 

最近５年間の稼働率の推移 平成28年３月31日 100.0％ 

  平成27年９月30日 100.0％ 

  平成27年３月31日 100.0％ 

  平成26年９月30日 100.0％ 

  平成26年３月31日 － 

  平成25年９月30日 － 

  平成25年３月31日 － 

  平成24年９月30日 － 

  平成24年３月31日 － 

  平成23年９月30日 － 
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＜物件名称 明治安田生命さいたま新都心ビル＞ 

テナント総数   46 

不動産賃貸事業収益   824百万円 

不動産賃貸事業収益の合計に占める割合   20.2％ 

総賃貸面積   21,183.68㎡ 

総賃貸可能面積   21,704.32㎡ 

最近５年間の稼働率の推移 平成28年３月31日 97.6％ 

  平成27年９月30日 98.5％ 

  平成27年３月31日 88.2％ 

  平成26年９月30日 82.1％ 

  平成26年３月31日 82.2％ 

  平成25年９月30日 93.2％ 

  平成25年３月31日 99.0％ 

  平成24年９月30日 98.2％ 

  平成24年３月31日 97.3％ 

  平成23年９月30日 97.3％ 

上記において、最近５年間の稼働率の推移については、本投資法人が取得した後の稼働率のみを記載しております。 
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Ｇ．主要テナントに関する情報 

 不動産関連資産に係る主要テナント（当該テナントへの賃貸面積がポートフォリオ全体の総賃貸面積の合

計の10％以上を占めるものをいいます。）の概要は、以下のとおりです。 

（平成28年３月31日現在） 

テナント名 森ビル株式会社 

業種名（注１） 不動産業、物品賃貸業 

入居物件名称 平河町森タワー アークヒルズ 仙石山森タワー 

年間賃料 1,027百万円（注３） 441百万円（注４） 

賃貸面積 9,843.52㎡ 3,938.81㎡ 

総賃貸面積の合計に

占める割合（注２） 

9.8％ 3.9％ 

合計13.7％ 

契約満了日 平成28年３月31日 平成34年11月30日 

敷金・保証金 989百万円（注５） 304百万円（注５） 

契約更改の方法 

定期建物賃貸借契約であり、期間の満了に

より終了し、更新はありません。平成28年

３月31日付で契約期間満了を迎えたことか

ら、森ビル株式会社との間でパススルー型

の建物賃貸借契約（期間５年、普通借家契

約）を締結しております。 

賃貸借期間満了の６ヶ月前までに賃貸人又

は賃借人から相手方に対する書面による別

段の意思表示がないときは、本契約はさら

に２年更新されるものとし、その後の期間

満了についても同様です。 

賃貸借契約に関して

特記すべき事項 

平成26年３月31日までの賃料は、エンドテ

ナントとの契約状況にかかわらず固定賃料

が支払われておりましたが、平成26年４月

１日以降の賃料は、エンドテナントの賃料

と同額とするパススルー型の契約となって

おります。 

平成27年11月30日までの賃料は、エンドテ

ナントとの契約状況にかかわらず固定賃料

が支払われておりましたが、平成27年12月

１日以降の賃料は、エンドテナントの賃料

と同額とするパススルー型の契約となり、

共同運用の対象となっております。 

 

テナント名 東急不動産株式会社 

業種名（注１） 不動産業、物品賃貸業 

入居物件名称 ＴＫ南青山ビル 

年間賃料 （注６） 

賃貸面積 12,243.57㎡ 

総賃貸面積の合計に

占める割合（注２） 
12.2％ 

契約満了日 平成32年５月31日 

敷金・保証金 （注６） 

契約更改の方法 

定期建物賃貸借契約であり、期間の満了により終了し、更新はありません。ただし、当事者

間の合意により、本契約期間満了日の翌日を始期とする新たな定期建物賃貸借契約を締結す

ることができます。 

賃貸借契約に関して

特記すべき事項 
契約満了日まで解約することはできません。 

（注１）「業種名」は、総務省統計局の日本標準産業分類に基づいて分類しております。 

（注２）「総賃貸面積の合計に占める割合」は、小数点第２位を四捨五入しております。 

（注３）平成28年３月31日現在におけるエンドテナントとの間の賃貸借契約における月額賃料（共益費を含み、フリーレント期間を設定してい

る場合は、フリーレント期間終了後の月額賃料）の合計額を12倍して得られた金額を記載し、百万円未満を切り捨てています。 

（注４）平成28年３月31日現在における共同運用区画のエンドテナントとの間の賃貸借契約における月額賃料（共益費を含み、フリーレント期

間を設定している場合は、フリーレント期間終了後の月額賃料）の合計額に事業比率を乗じた金額を12倍して得られた金額を記載し、

百万円未満を切り捨てています。なお、共同運用とは、森ビル株式会社を含む32階から47階までの区分所有者との間で、期間約10年

（平成24年11月20日から平成34年11月30日まで）の区分所有者間協定を締結し、32階から47階までの16フロアを共同運用区画とし、当

該区画から生じる収支を面積に基づく事業比率に応じて分配する仕組みをいいます。 

（注５）平成28年３月31日現在におけるエンドテナントとの間の賃貸借契約に基づく敷金・保証金の残高の合計額を記載し、百万円未満を切り

捨てています。 

（注６）年間賃料、敷金・保証金を開示することについてテナントからの承諾が得られていないため、記載しておりません。 
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（参考）総賃貸面積における上位10位までのテナント 

本投資法人が保有している信託不動産における賃貸面積上位10社までのテナント（賃借人から収受する賃料

が、賃借人がエンドテナントから収受する賃料と同額とされているパススルー型の契約の場合は、エンドテナン

ト）は、以下のとおりです。 

（平成28年３月31日現在） 
 

  テナントの名称 業種名 物件名称 
賃貸面積 
（㎡） 

総賃貸面
積に占め
る賃貸面
積の割合
（％）
（注１） 

１ 東急不動産株式会社 
不動産業、 
物品賃貸業 

ＴＫ南青山ビル 12,243.57 12.2 

２ 
パナソニック株式会社エコソ
リューションズ社 

製造業 横浜プラザビル 3,499.39 3.5 

３ 
ＮＳユナイテッド海運株式会
社 

運輸業、 
郵便業 

大手町ファーストスクエア 3,422.58 3.4 

４ 株式会社アルビオン 製造業 銀座ファーストビル 2,327.01 2.3 

５ 独立行政法人水資源機構 サービス業 
明治安田生命さいたま新都心ビ
ル 

2,120.47 2.1 

６ アフラック 
金融業、 
保険業 

淀屋橋フレックスタワー 2,022.57 2.0 

７ （注２） 
金融業、 
保険業 

アルカセントラル 1,959.01 2.0 

８ （注２） 
卸売業、 
小売業 

横浜プラザビル、 
明治安田生命さいたま新都心ビ
ル 

1,924.09 1.9 

９ 埼玉労働局 公務 
明治安田生命さいたま新都心ビ
ル 

1,815.81 1.8 

10 株式会社アプラス 
金融業、 
保険業 

アルカセントラル 1,664.00 1.7 

（注１）「総賃貸面積に占める賃貸面積の割合」は、小数点第２位を四捨五入しております。 

（注２）当該テナント名称を開示することについてテナントの承諾が得られていないため記載しておりません。 
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Ｈ．不動産信託受益権の概要 

（イ）不動産信託受益権の内容 

（平成28年３月31日現在） 
 
物件 

番号 
物件名称 信託受託者 信託期間 

１ 大手町ファーストスクエア 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成12年３月10日～平成32年３月31日  

２ 平河町森タワー 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成23年３月１日～平成33年３月31日  

３ 銀座ファーストビル 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成15年９月29日～平成32年３月31日  

４ ＴＫ南青山ビル 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成15年９月29日～平成32年３月31日  

５ 
アークヒルズ 仙石山森タ

ワー 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成24年11月20日～平成34年11月30日  

６ アルカセントラル 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成26年３月28日～平成36年３月31日 （注１） 

７ 横浜プラザビル 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成26年８月１日～平成36年７月31日  

８ 
明治安田生命さいたま新都

心ビル 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成18年３月７日～平成38年３月31日 （注２） 

９ 淀屋橋フレックスタワー 三井住友信託銀行株式会社 平成17年８月３日～平成37年７月31日  

（注１）信託契約変更後の信託期間を記載しております。 

（注２）信託期間を平成38年３月31日まで延長しています。平成38年３月31日が営業日でない場合は、その直前の営業日となります。 

 

（ロ）不動産信託受益権の概要 

 不動産信託受益権は、いずれも前記「（イ）不動産信託受益権の内容」の表に記載の信託期間の開始日

における不動産の所有者（以下、「当初委託者」といいます。）が、当該不動産につき信託受託者との間

で信託契約を締結して設定した不動産管理処分信託の受益権です。当該信託受益権の受益者の権利義務の

内容は、関連する信託契約並びに信託法及び民法等の適用ある法令により定められています。当該信託受

益権に係る信託契約は、当初委託者と信託受託者等との間の交渉を経て締結されたものであるため、その

内容は必ずしも一様ではありませんが、大要、次の特徴を有しています。なお、以下の特徴は当該信託受

益権に係る信託契約の全てにあてはまるものではなく、信託不動産が共有物件又は区分所有権である場合

その他の特殊事情により以下と異なる内容を規定している場合もあります。また、今後本投資法人が取得

する信託受益権に係る信託契約には以下の特徴があてはまらない可能性があることにもご留意ください。 

（ⅰ）所有権の帰属、受益権の権利内容 

 信託不動産の所有権は信託受託者に帰属し、不動産登記簿上も信託受託者が所有者として表示されま

す。受益者は、信託財産に対する給付請求権（元本に係る受益権及び収益に係る受益権）を有するほ

か、信託法上、信託事務の処理に関する信託受託者に対する一定の指図権や信託事務の処理の状況につ

き信託受託者に報告又は帳簿等の閲覧等を求める権利、信託財産への不法な強制執行等に対する異議を

主張する権利、信託受託者の権限違反行為に対する取消権等、信託受託者及び信託不動産に対する一定

の権利を有しています。 

（ⅱ）信託期間 

 上記の信託受益権（本書の日付現在における信託契約締結済分）に係る信託期間は信託契約中に個別

に定められています。当該信託受益権の信託期間の満了日は前記「（イ）不動産信託受益権の内容」に

記載のとおりです。なお、信託期間は信託受託者及びその時点での受益者による協議のうえ、延長され

ることがあります。 

（ⅲ）信託不動産の管理及び運用 

 信託財産は、信託契約に定められる信託期間中に、信託契約の規定に従って、信託受託者により管

理、運用及び処分され、上記の信託受益権に係る収益の配当及び元本の交付が行われます。信託受託者

による信託不動産の管理及び運用の方法は、大要以下のとおりです。 

（a）信託受託者は、受益者の指図に基づいて、信託不動産のうち建物部分の全部又は一部を第三者（信

託の当初委託者である場合にも含まれます。）に賃貸して運用します。 

（b）信託受託者は、受益者の指図に基づいて、信託不動産について、一定の損害保険（原則として地震

保険を除きます。）を付保します。 

（c）信託受託者は、上記の他、信託不動産の価値及び機能を維持するために受益者の指図により信託不

動産の管理・運用を行います。また、受益者からの指図がない場合であっても信託受託者が自己の判

断により信託不動産の管理・運用を行うことができる場合があります。 

（d）信託受託者は、プロパティ・マネジメント業務委託先との間でプロパティ・マネジメント契約（不

動産の管理運営契約）を締結し、信託不動産に係る運用及び管理業務を委託します。 

（e）信託受託者は受益者から指図を受けた場合であっても、信託目的の遂行上著しく不合理であると認

めた場合、法令、通達若しくはそれらの解釈に明らかに抵触すると認めた場合又はかかる指図に基づ
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く管理・運用・処分若しくはその他の管理・運営が客観的に不可能若しくは著しく困難であると認め

た場合には、その指図に従わないことができます。 

（f）受益者が指図を行うことが信託契約上予定されているにもかかわらず指図がない場合には、信託受

託者に故意又は過失がある場合を除き、信託受託者は、信託受託者が受益者に指図を促したにもかか

わらず、相当期間内に指図が行われなかったことにより信託財産に損害等が生じた場合、その責任を

負いません。また、信託受託者が受益者に催告したにもかかわらず受益者が合理的期間内に指図を行

わない場合は、信託受託者は受益者に対する事前の書面による通知を行ったうえで、善管注意義務及

び忠実義務を負担する信託受託者として合理的であると判断したところに従って行動することができ

るとされている場合があります。 

（g）信託受託者は、信託不動産について修繕・保守・改良等が必要な場合には、受益者の指図が特にな

い場合であっても、第三者に対して損害を与えるおそれがある場合等（所有者としての損害賠償責任

の発生を未然に防ぐ場合等）において、信託受託者の判断により信託不動産の修繕・保守・改良等を

行うことができます。 

（ⅳ）信託不動産の処分 

 信託受託者は、受益者の指図に従い、信託契約に定める売却要領に従った売却活動を行います。一般

に売却活動の方法は、（a）入札業務受託業者による入札形式による売却活動、（b）複数の一般媒介業

務受託業者による一般媒介売却活動及び（c）専任媒介業務受託業者による専任媒介売却活動のいずれ

かの方法のうち受益者が指定する方法によるものとされています。また、信託受託者に売却活動を一任

できることとされている場合もあります。なお、売却に際して、買受人を宅地建物取引業者に限定し、

信託受託者が買受人に対して瑕疵担保責任を負わない旨の特約を付すること等を条件としている場合が

あります。 

（ⅴ）信託に関する費用 

 上記信託受益権に係る信託に関する主な費用は大要以下のとおりです。 

（a）信託財産に関する公租公課、営繕費用、管理費用、管理委託手数料、損害保険料、テナント募集に

伴う募集費用、テナント仲介手数料、信託財産である土地の収用又はこれに類する手続に関する費用

及びその他信託事務の処理に必要な費用 

（b）信託不動産の賃貸借に伴う敷金・保証金返済債務及びその他の債務の履行に関する費用 

（c）賃貸借契約に基づき支払義務のある賃料並びに共益費・付帯収益、駐車料・施設利用料及び敷金運

用益相当額等その他の債務 

（d）信託事務の処理にあたり、信託受託者が受けた損害等の補填及び復旧に要する費用並びに信託受託

者が第三者に対し支払義務を負うことになった損害賠償金等 

（e）プロパティ・マネジメント契約及び建物管理請負契約に関する請負代金及び業務委託手数料等、こ

れらの契約に関する費用 

（f）不動産鑑定報酬、建物調査・診断費用及び信託不動産売却に関する費用 

（g）信託報酬 

（h）訴訟関連費用 

（i）信託契約の変更に関する費用 

（j）信託不動産が受益者に交付される場合に信託不動産上に設定されることがある抵当権の設定及び登

記費用 

（k）その他これらに準ずる費用 

 信託費用、信託不動産の修繕、保存又は改良に必要な資金、敷金及び保証金等の債務の元本返済等

の支出は、信託財産から支弁されますが、信託財産から支弁できない場合には、信託受託者は受益者

に対して請求できます。また、一定の場合（信託受託者の要請にもかかわらず受益者が金銭を追加信

託しない場合等）において、信託受託者は、信託不動産の全部又は一部を売却して、信託費用又は信

託のための立替金に充当することができます。 

（ⅵ）計算期間及び利益の分配 

 上記信託受益権に係る信託の計算期間は３ヶ月間です（ただし、信託設定日を含む当初の計算期間と

信託が終了する場合の最終の計算期間については異なります。）。信託が終了する場合には、その直前

の計算期間末日の翌日から当該信託終了日までを計算期間とします。信託受託者は、受益者に対し、各

計算期間に対応する信託収益から信託費用、積立金、保険料及び修繕費、信託報酬等を差し引いた残金

を交付します。ただし、信託受託者は、一定の金額を信託勘定内に留保できる場合があります。 
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（ⅶ）信託の終了と信託財産の交付 

 信託は、各信託契約に定める信託期間の満了及び解除権の行使、並びに信託不動産の全部の処分が完

了し、売却代金全額を受領した場合に終了します。信託受託者は、信託期間の満了により信託契約が終

了した場合、信託財産を現状有姿のまま受益者に交付します。また、信託財産に属する金銭（信託不動

産の全部を処分した場合における売却代金を含みます。）から信託費用等を控除して受益者に交付しま

す。 

（ⅷ）信託受益権の譲渡制限 

 受益者は、信託受託者の事前の承諾を得た場合を除き、信託受益権を譲渡、質入れ、担保供与その他

の方法により処分することができません。 

（ⅸ）信託報酬 

 信託不動産を処分する際には別途処分報酬を信託受託者に支払いますが、処分報酬の額は、当該処分

に対する信託受託者の関与度、処分価格等により決定します。 
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（３）【運用実績】

①【純資産等の推移】

 第25期（平成28年３月期）の直近６計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口１口当

たり純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び１口当たり純資産額について、期中

では正確に把握できないため、各月末における推移は記載しておりません。 

年月日 総資産額（千円） 純資産総額（千円） １口当たり純資産額（円） 

第20期計算期間末 

（平成25年９月30日） 

160,991,736 

（159,704,807） 

76,313,256 

（75,026,327） 

（注２） 393,773 

（注２）（387,132） 

第21期計算期間末 

（平成26年３月31日） 

156,509,861 

（154,633,392） 

77,105,800 

（75,229,332） 

（注２） 397,862 

（注２）（388,180） 

第22期計算期間末 

（平成26年９月30日） 

175,613,651 

（174,440,580） 

76,402,501 

（75,229,430） 

     394,233 

    （388,180） 

第23期計算期間末 

（平成27年３月31日） 

169,581,567 

（167,701,126） 

77,314,867 

（75,434,425） 

     398,941 

    （389,238） 

第24期計算期間末 

（平成27年９月30日） 

168,405,544 

（167,380,535） 

76,362,436 

（75,337,428） 

     394,027 

    （388,738） 

第25期計算期間末 

（平成28年３月31日） 

168,692,848 

（167,597,878） 

76,412,905 

（75,317,935） 

     394,287 

    （388,637） 

（注１）計算期間末に分配を行った後の分配落ち後の金額を括弧内に記載しております。 

（注２）平成26年４月１日を効力発生日として、投資口１口につき２口の割合による投資口の分割をしています。１口当たりの純資産額につい

ては、第20期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算出しています。 

 

（本投資証券の取引所価格の推移） 

 
 

第20期の月別 

最高・最低 

投資口価格 

月別 
平成25年４月 

（円） 

平成25年５月 

（円） 

平成25年６月 

（円） 

平成25年７月 

（円） 

平成25年８月 

（円） 

平成25年９月 

（円） 

最高 712,000 657,000 584,000 579,000 557,000 604,000 

最低 648,000 576,000 546,000 545,000 530,000 534,000 

 

第21期の月別 

最高・最低 

投資口価格 

月別 
平成25年10月 

（円） 

平成25年11月 

（円） 

平成25年12月 

（円） 

平成26年１月 

（円） 

平成26年２月 

（円） 

平成26年３月 

（円） 

最高 589,000 658,000 715,000 714,000 704,000 
692,000 

（注２）325,000 

最低 549,000 550,000 642,000 686,000 672,000 
668,000 

（注２）303,000 

 

第22期の月別 

最高・最低 

投資口価格 

月別 
平成26年４月 

（円） 

平成26年５月 

（円） 

平成26年６月 

（円） 

平成26年７月 

（円） 

平成26年８月 

（円） 

平成26年９月 

（円） 

最高 327,500 318,000 298,900 309,500 311,000 317,000 

最低 308,500 308,000 293,400 296,500 303,000 304,000 

 

第23期の月別 

最高・最低 

投資口価格 

月別 
平成26年10月 

（円） 

平成26年11月 

（円） 

平成26年12月 

（円） 

平成27年１月 

（円） 

平成27年２月 

（円） 

平成27年３月 

（円） 

最高 351,500 397,000 457,000 512,000 495,500 494,000 

最低 320,500 335,000 416,500 457,000 464,000 408,500 

 

第24期の月別 

最高・最低 

投資口価格 

月別 
平成27年４月 

（円） 

平成27年５月 

（円） 

平成27年６月 

（円） 

平成27年７月 

（円） 

平成27年８月 

（円） 

平成27年９月 

（円） 

最高 440,000 435,500 467,500 463,000 423,500 366,500 

最低 396,500 405,000 414,500 391,000 356,500 328,500 

 

第25期の月別 

最高・最低 

投資口価格 

月別 
平成27年10月 

（円） 

平成27年11月 

（円） 

平成27年12月 

（円） 

平成28年１月 

（円） 

平成28年２月 

（円） 

平成28年３月 

（円） 

最高 402,500 460,000 456,000 424,500 462,000 465,000 

最低 361,500 395,000 428,500 391,000 405,500 437,000 

（注１）最高・最低投資口価格は、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の終値によります。なお、第20期が平成25年９月期、第21期が平

成26年３月期、第22期が平成26年９月期、第23期が平成27年３月期、第24期が平成27年９月期、第25期が平成28年３月期です。 

（注２）平成26年４月１日を効力発生日とする投資口１口につき２口の割合での投資口分割に伴い、平成26年３月27日より権利落後の投資口価

格にて取引されています。 

②【分配の推移】
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  計算期間 分配総額（百万円） １口当たり分配金（円） 

第20期 平成25年４月１日～平成25年９月30日 1,286 13,281 

第21期 平成25年10月１日～平成26年３月31日 1,876 19,365 

第22期 平成26年４月１日～平成26年９月30日 1,173 6,053 

第23期 平成26年10月１日～平成27年３月31日 1,880 9,703 

第24期 平成27年４月１日～平成27年９月30日 1,025 5,289 

第25期 平成27年10月１日～平成28年３月31日 1,094 5,650 

 

③【自己資本利益率（収益率）の推移】
 

  計算期間 
自己資本利益率 

（％）（注） 

（年換算値） 

（％） 

第20期 平成25年４月１日～平成25年９月30日 1.6 （3.3） 

第21期 平成25年10月１日～平成26年３月31日 2.7 （5.4） 

第22期 平成26年４月１日～平成26年９月30日 1.5 （3.0） 

第23期 平成26年10月１日～平成27年３月31日 2.7 （5.4） 

第24期 平成27年４月１日～平成27年９月30日 1.2 （2.4） 

第25期 平成27年10月１日～平成28年３月31日 1.4 （2.8） 

（注）自己資本利益率＝当期純利益／平均純資産額（※） 

（※）平均純資産額＝（期首純資産額＋期末純資産額）／２ 
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第二部【投資法人の詳細情報】

第１【投資法人の追加情報】

１【投資法人の沿革】

平成15年４月４日  設立企画人（グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社）による投信法第69条に基づ

く設立に係る届出 

平成15年４月16日  投信法第166条に基づく設立の登記、本投資法人の成立 

平成15年４月25日  投信法第188条に基づく登録の申請 

平成15年５月28日  投信法第187条に基づく内閣総理大臣による登録の実施（登録番号 関東財務局長 第20号) 

平成15年９月25日  東京証券取引所の不動産投資信託証券市場上場 

 

２【役員の状況】

 執行役員北島洋一郎及び齊藤利雄並びに監督役員立石則文、西村裕及び伊藤紀幸は、平成28年３月31日をもって任

期満了となり、平成28年３月９日開催の投資主総会において、執行役員内田昭雄（新任）及び齊藤利雄（重任）並び

に監督役員名取勝也（新任）、伊藤紀幸（重任）及び森田康裕（新任）が選任され、平成28年４月１日にそれぞれ就

任しました。執行役員２名、監督役員３名は以下のとおりです。 

    （本書の日付現在） 
 

役職名 氏名 主要略歴 
所有投資口数

（口） 

   
昭和53年４月  明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互

会社）入社 
 

    平成元年４月  同社 不動産サービス部不動産サービス 副長  

   
平成７年10月  同社 不動産部 不動産業務グループ グルー

プリーダー 
 

執行役員 内田 昭雄 
平成16年１月  同社 関連事業部 関連事業推進グループ グル

ープマネージャー 
０ 

    平成22年４月  明治安田ビルマネジメント株式会社出向  

    平成24年４月  同社 取締役 総務企画部長  

    平成27年４月  同社 常務取締役 総務企画部長  

    平成28年４月  本投資法人執行役員（現職）  
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役職名 氏名 主要略歴 
所有投資口数

（口） 

    昭和54年４月  森ビル株式会社入社  

   
昭和54年４月  森ビル建設管理株式会社（現森ビル株式会社） 

出向 
 

執行役員 齊藤 利雄 

昭和61年５月  株式会社日本インテリジェントビルシステムズ 

出向 

０ 

平成６年１月  株式会社インターナショナルデザインイクスチェ

ンジ 監査役 

平成11年７月  株式会社日本インテリジェントビルシステムズ 

企画部長 

平成11年８月  森ビル開発株式会社（現森トラスト株式会社）入

社（森ビル株式会社から森ビル開発株式会社へ転

籍） 

平成14年11月  ＭＴファシリティサービス株式会社 出向 

平成15年11月  グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社

入社 不動産運用マネジメント部 担当部長 

平成16年３月  同社 調査部長 

平成17年７月  同社 不動産運用マネジメント本部副本部長兼不

動産運用第１部長 

平成18年４月  同社退職 

   
平成18年６月  株式会社ＰＭアドバイザーズ設立 取締役社長

（現職） 
 

    平成20年４月  本投資法人執行役員（現職）  

    昭和61年４月  弁護士登録  

   
昭和61年４月  桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）

入所 
 

   
平成２年９月  ワシントン大学ロー・スクール卒業 法学修士号

取得 
 

    平成３年１月  Davis Wright Tremaine法律事務所入所  

   
平成５年６月  ジョージタウン大学ビジネス・スクール卒業 経

営学修士号取得 
 

    平成５年７月  エッソ石油株式会社入社 法務部弁護士  

監督役員 名取 勝也 
平成７年１月  アップルコンピュータ株式会社入社 法務・渉外

本部長 
０ 

   
平成10年１月  サン・マイクロシステムズ株式会社入社 取締役

法務本部長 
 

   
平成14年３月  株式会社ファーストリテイリング入社 執行役員

法務部長、店舗開発部長、社会環境室長 
 

   
平成16年１月  日本アイ・ビー・エム株式会社入社 取締役執行

役員 法務・知的財産・コンプライアンス担当 
 

    平成24年２月  名取法律事務所設立（現職）  

    平成24年４月  オリンパス株式会社 社外監査役（現職）  

    平成27年３月  三井海洋開発株式会社 社外取締役（現職）  

    平成27年12月  株式会社モリテックス 社外取締役（現職）  

    平成28年４月  本投資法人監督役員（現職）  
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役職名 氏名 主要略歴 
所有投資口数

（口） 

監督役員 伊藤 紀幸 

昭和63年４月  三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式

会社）入社 

０ 

平成３年11月  不動産鑑定士補登録 

平成７年５月  不動産鑑定士登録 

平成11年12月  株式会社日本格付研究所入社 チーフアナリスト 

平成13年10月  ムーディーズ・ジャパン株式会社入社 アシスタ

ント・ヴァイス・プレジデント・アナリスト 

平成14年11月  有限会社不動産投資研究所（現株式会社不動産投

資研究所）設立 取締役、株式会社へ組織変更後

代表取締役（現職） 

平成17年１月  本投資法人監督役員（現職） 

平成17年６月  Ex・Partners有限会社（現ABC Partners株式会

社）設立 取締役 

平成18年７月  同社 営業統括室 AM業務ディレクター（現職） 

   
平成４年４月  中央信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式

会社）入社 
 

   
平成９年１月  太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）

入所 
 

    平成12年12月  同法人 金融サービス部  

    平成13年４月  公認会計士登録  

    平成19年12月  経済産業省 経済産業政策局出向  

監督役員 森田 康裕 平成20年４月  不動産鑑定士登録 ２ 

   
平成21年２月  新日本有限責任監査法人 アドバイザリーサービ

ス部復職 
 

    平成21年10月  東京共同会計事務所入所  

    平成21年10月  森田康裕公認会計士事務所設立（現職）  

    平成24年６月  税理士登録  

   
平成27年８月  タカラレーベン・インフラ投資法人監督役員就任

（現職） 
 

    平成28年４月  本投資法人監督役員（現職）  

 

３【その他】

（１）役員の変更 

 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任されます。ただし、法令の規定により、設立の際選

任されたものとみなされる執行役員及び監督役員はこの限りではありません（投信法第72条、第96条、本規約第

14条）。 

 執行役員及び監督役員の任期は、就任後２年です。ただし、補欠のために選任された執行役員又は監督役員の

任期は前任者の残存期間とし、また、増員のため選任された執行役員又は監督役員の任期は、他の在任執行役員

又は監督役員の任期の満了すべき時までです（投信法第99条第１項、第101条、会社法第336条第３項、本規約第

15条）。 

 原則として、執行役員及び監督役員の解任には、投資主総会における、発行済投資口の過半数の投資口を有す

る投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって行う決議が必要です（投信法第104条、第106

条）。執行役員又は監督役員の職務遂行に関して不正な行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実がある

にもかかわらず投資主総会において執行役員又は監督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の総口数

の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主（６ヶ月前より引続き当該投資口を有するものに限ります。）

は30日以内に当該執行役員又は監督役員の解任を裁判所に請求することができます（投信法第104条第３項、会

社法第854条第１項）。一定の事由がある場合には、役員会は執行役員を解任することができます（投信法第114

条第２項）。 
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（２）本規約の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 

 本規約を変更するためには投資主総会の特別決議が必要です（投信法第140条、第93条の２第２項第３号）。 

 事業譲渡若しくは事業譲受、又は出資の状況その他の重要事項の変更については、投信法及び本規約に定める

ところに従い、投資主総会、役員会又は執行役員が決定します。本書の日付現在、該当する事項はありません。 

 なお、平成17年10月26日付で、発行済みの投資法人債総額350億円について社債等の振替に関する法律（平成

13年法律第75号、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する

法律（平成16年法律第88号、その後の改正を含みます。以下、「決済合理化法」といいます。）による改正前の

改正のみを含みます。以下、「社振法」といいます。）に基づき、投資法人債の発行者として、社振法の適用を

受けること、及びこれに伴う発行代理人・支払代理人を株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行にするとともに株式会社証

券保管振替機構を振替機関とする一般債振替制度への参加を決定し、株式会社証券保管振替機構が定める手続き

を実施しております。 

 また、投資証券の電子化が、決済合理化法の施行日（平成21年１月５日。以下、「施行日」といいます。）に

実施されることに先立ち、本投資法人は、平成20年９月24日付で、振替法第13条第１項の規定に基づき、株式会

社証券保管振替機構により本投資法人の発行する投資口が取り扱われることについて同意しました。施行日にお

いて、本投資法人の投資口は、振替法のもとで電子化された投資口（振替投資口）となり、既に発行されている

投資証券は無効となっております。また、新規の投資口の発行の際にも投資証券は発行されないこととなりま

す。施行日以後は、株式会社証券保管振替機構の振替制度のもと、口座管理機関（証券会社や銀行等）が加入者

（顧客）のために開設した口座に係る振替口座簿に投資口が電子的に記録・記載され、かかる記録・記載によっ

て投資口の権利の帰属が決定されます。 

 なお、本投資法人の営業時間（投信法第92条第４項、第92条の２第５項及び第128条の３第１項の他、投信法

において定めるものをいいます。）は、以下のとおりです。 

① 本投資法人の営業時間は、②及び③に定める日を除き、午前９時から午後５時までとします。 

② 以下の日は休日とし、営業時間を設けません。 

Ａ．銀行法（昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。以下、「銀行法」といいます。）第15条第１項に

定める銀行の休日 

Ｂ．その他役員会において決議された休日 

③ 以下の日においては、営業時間を午前９時から午前12時までとします。 

Ａ．東京証券取引所において前場取引のみが行われる日 

Ｂ．その他役員会において決議された日 

④ ①乃至③にかかわらず、役員会の決議により、営業時間を定めることができます。 

 

（３）訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付前６ヶ月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を

及ぼすことが予想される事実はありません。 
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第２【手続等】

１【申込（販売）手続等】

該当事項はありません。 

 

２【買戻し手続等】

本投資法人は、投資主からの請求による投資口の払戻しを行いません（本規約第８条）。 

 本書の日付現在、本投資証券は東京証券取引所の不動産投資信託証券市場に上場されていますので、第一種金融商

品取引業者等を通じて東京証券取引所の不動産投資信託証券市場において売買することが可能です。なお、投資口の

価格については第一種金融商品取引業者等に問合せることにより確認できます。 

なお、本投資法人は投資主との合意により投資口を有償で取得することができる旨を規約に定めています（本規約

第８条第２項）。 
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第３【管理及び運営】

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

① 投資口１口当たりの純資産額 

 本投資法人は、各決算日を資産評価の基準日として投資口１口当たりの純資産額を計算します。投資口１口当

たりの純資産額は、本投資法人の純資産総額（本投資法人の資産総額より負債総額を控除した金額をいいま

す。）を当該時点における本投資法人の発行済投資口の総口数で除すことにより算出します。投資口１口当たり

の純資産額は、決算日後に作成される計算書類に記載され、投資主に通知されるほか、金融商品取引法に基づい

て決算日後３ヶ月以内に提出される有価証券報告書に記載され、また、投資信託協会の規則に従って公表されま

す。 

② 純資産総額 

 本投資法人の純資産総額の算出にあたり、資産評価の方法及び基準については、投信法その他の法令（投資法

人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。以下、「投資法人の計算に関する

規則」といいます。）を含みます。）に従うほか、運用資産の種類に応じて下記の「③資産評価の方法及び基

準」に従うものとします。 

③ 資産評価の方法及び基準 

 本投資法人の資産評価の方法及び基準は、以下のとおり運用資産の種類毎に定めます。各資産について共有持

分権又は準共有持分権の価額を評価する場合には、以下に従って各々を評価したうえで持分割合により算定しま

す。 

Ａ．不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権 

 取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価します。なお、減価償却の算定方法は建物部分及

び設備部分ともに、原則として定額法によるものとします。ただし、正当な事由により定額法による算定が適

切ではないと判断される場合で、かつ、投資主の利益を害する等の問題がないと合理的に判断できる場合に限

り、他の算定方法により算定することができるものとします。 

Ｂ．不動産信託受益権 

 信託財産中の不動産、不動産の賃借権、地上権及び地役権については上記Ａ．と同様とし、信託財産中の他

の資産については、下記Ｊ．に準じて評価を行ったうえで、これらの合計額から信託財産に帰属する負債の額

を控除した金額をもって当該信託受益権の価額を評価します。 

Ｃ．不動産匿名組合出資持分及び匿名組合出資持分 

 当該匿名組合に係る財産（以下、「匿名組合財産」といいます。）中の不動産、不動産の賃借権、地上権及

び地役権については上記Ａ．と同様とし、匿名組合財産中の他の資産については、下記Ｊ．に準じて評価を行

ったうえで、これらの合計額をもって当該匿名組合出資持分の価額を評価します。 

Ｄ．金融商品取引所に上場されている有価証券 

 金融商品取引所が開設する取引所有価証券市場又は外国有価証券市場における最終価格に基づき算出した価

額により評価します。 

Ｅ．店頭売買有価証券 

 認可協会（当該店頭売買有価証券が２以上の認可協会に備える金融商品取引法第67条の11に規定する店頭売

買有価証券登録原簿に登録されている場合には、当該店頭売買有価証券が主として取引されている認可協会と

します。）が開設する店頭売買有価証券市場又はこれに類似する市場で外国に所在するものにおける最終価格

に基づき算出した価額により評価します。 

Ｆ．上記Ｄ．及びＥ．以外の有価証券 

 当該有価証券について、上記Ｄ．及びＥ．以外の市場価格がある場合には当該市場価格に基づく価額、ま

た、上記Ｄ．及びＥ．以外の市場価格がない場合にはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出された

価額により評価します。ただし、市場価格及び合理的な方法により算出された価額がない場合には、取得原価

で評価することができるものとします。 

Ｇ．金銭債権 

 取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した額をもって評価します。ただし、当該

金銭債権が債権金額より低い価額又は高い価額で取得したものである場合において、取得金額と債権金額の差

額の性質が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した

価額により評価するものとします。 

Ｈ．ヘッジ取引 

（イ）金融商品取引所に上場されている各取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格

に基づき算出した価額により評価します。 
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（ロ）金融商品取引所の相場がない非上場の各取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとし

て合理的な方法により算出された価額が得られればその価額により評価します。なお、合理的な方法によ

り価額を算出することが極めて困難な場合には、取得価額により評価することができるものとされます。 

（ハ）上記（イ）及び（ロ）にもかかわらず、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引

と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとされます。 

Ｉ．金銭等の信託受益権 

 信託財産を構成する各資産について上記Ａ．乃至Ｈ．に従って評価し、それらの合計額をもって評価しま

す。 

Ｊ．その他の資産 

 上記Ａ．乃至Ｉ．に定めのない資産については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準により付され

るべき評価額をもって評価します。 

 なお、不動産関連資産について、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権の価格を考慮する必要がある

場合であって、資産運用報告等により評価額を開示する目的で評価する場合には、原則として不動産鑑定士に

よる鑑定評価額によることとしますが、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認めら

れる価格をもって評価額とすることも認められるものとします。 

 

（２）【保管】

 本投資法人の発行する投資口は振替投資口であるため、該当事項はありません。 

 

（３）【存続期間】

 本規約において、本投資法人の存続期間に関する定めはありません。ただし、解散に関しては、本規約におい

て、法令に定める場合のほか、本投資法人に以下の事由が生じ、投資主総会において解散の決議がなされた場合

には、本投資法人は解散されることが定められています（本規約第38条第２項）。 

① 本投資法人の純資産額が本投資法人の常時保持すべき最低限度額（以下、「最低純資産額」といいます。）で

ある5,000万円を下回った場合 

② 本投資法人が、借入れ又は投資法人債について、期限の利益を喪失した場合 

③ その他、本規約第２条で定める本投資法人の目的を達することが著しく困難な事態となった場合 

 

（４）【計算期間】

 本投資法人の決算期間は毎年４月１日から９月末日まで及び10月１日から翌年３月末日までの各６ヶ月間とし

ます。ただし、設立当初の第１期決算期間に関しては本投資法人の設立日である平成15年４月16日から平成16年

３月31日までとしています（本規約第26条）。 

 

（５）【その他】

① 増減資に関する制限 

Ａ．本投資法人は、既発行の投資口を含み、400万口を上限として、役員会の承認を得たうえで投信法及びその

他関連法令に従って投資口の発行を行うことができます（本規約第５条第１項、第２項）。ただし、後記「③

本規約の変更」に記載の方法によって、本規約を変更することにより投資口の発行の口数の上限が変更される

ことがあります。 

 なお、租税特別措置法第67条の15第１項第１号ハ（投資法人に係る課税の特例）に規定される要件を満たす

ため、本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は

100分の50を超えることを要するものとします（本規約第５条第３項）。 

Ｂ．本投資法人の最低純資産額は、5,000万円とします（本規約第７条）。今後、最低純資産額を増加又は減少

させる可能性がありますが、最低純資産額を減少させることを内容とする本規約の変更を行う場合には、後記

「③本規約の変更」の記載の方法によるほか、投資法人の債権者に対する異議申述手続を行う必要があります

（投信法第142条）。なお、5,000万円を下回る最低純資産額を定めることはできません（投信法第67条第４

項）。 

Ｃ．本投資法人は、未処理損失が発生していることにより出資総額等の合計額が純資産額を超える場合におい

て、出資総額等から純資産額を控除して得た額（損失）を、役員会の承認を得た金銭の分配に係る計算書にお

いて出資総額等から控除することで処理することができます（投信法第136条第２項）。 

② 解散又は償還条件等 

 本投資法人は、投信法に従い、下記に掲げる事由が発生した場合には解散します（投信法第143条）。 

Ａ．規約で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生（前記「（３）存続期間」参照） 

Ｂ．投資主総会の決議 

Ｃ．合併（合併により本投資法人が消滅する場合に限ります。） 
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Ｄ．破産手続開始の決定 

Ｅ．解散を命ずる裁判 

Ｆ．投信法第187条の登録の取消し 

 なお、本規約には、存続期間に関する定めは規定されておりません。 

③ 本規約の変更 

Ａ．本規約変更の手続 

 本規約を変更するには、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資主が出席した投資主総

会において、出席者の議決権の３分の２以上により、本規約の変更に関する議案が可決される必要がありま

す。ただし、議決権の代理行使及び書面による議決権行使が認められていること並びに投資主総会に出席せ

ず、かつ議決権を行使しないときに議案に賛成するものとみなされる場合があることにつき、後記「３投資

主・投資法人債権者の権利 （１）投資主の権利 ⑤ 投資主総会における議決権」をご参照ください。 

Ｂ．本規約を変更した場合における開示方法 

 投資主総会において本規約の変更が決議された場合には、東京証券取引所規則に従ってその旨が開示される

ほか、かかる本規約の変更が、運用に関する基本方針、運用体制、投資制限又は配当の分配方針に関する重要

な変更に該当する場合には、金融商品取引法に基づいて遅滞なく提出する臨時報告書により開示されます（金

融商品取引法第24条の５第４項）。また、変更後の本規約は金融商品取引法に基づいて本投資法人が提出する

有価証券報告書の添付資料として開示されます。 

 なお、本投資法人の登録申請書記載事項が変更された場合には、関東財務局に対し変更内容の届出が行われ

ます（投信法第191条第１項）。 

④ 関係法人との契約の更改等 

 本投資法人と各関係法人との間で締結されている契約における、当該契約の期間、更新、解約及び変更等に

係る規定は以下のとおりです。 

Ａ．資産運用会社（グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社）との間の資産運用委託契約（以下、本

Ａ．において「委託契約」といいます。） 

（イ）契約期間 

 委託契約は、本投資法人が投信法に基づく投資法人の登録を完了した日より効力を生ずるものとし、そ

の有効期間は、下記（ロ）に従って解約されない限り、効力発生の日から平成17年３月31日までの期間と

します。ただし、本投資法人及び資産運用会社のいずれかが期間満了の３ヶ月前までに文書により期間延

長に反対する旨の意思表示をなさない限り、委託契約はさらに２年間期間が延長されるものとし、以後に

おいても同様とします。なお、本書提出日現在、延長により有効に継続しております。 

（ロ）解約に関する事項 

（ⅰ）本投資法人及び資産運用会社は、相手方に対し３ヶ月前までに書面による通知をすることにより、委

託契約を解約することができます。ただし、資産運用会社が委託契約を解約するためには、投信法第

205条に従って本投資法人より同意を得ることを必要とし、また、本投資法人が委託契約を解約するた

めには、投信法第206条の定めるところに従って本投資法人の投資主総会の決議を経ることを必要とし

ます。 

（ⅱ）上記（ⅰ）にもかかわらず、本投資法人は次のいずれかに該当するときは本投資法人の投資主総会の

決議を経ることなく、本投資法人の役員会の決議に基づき資産運用会社への通知により直ちに委託契約

を解約することができます。 

（a）資産運用会社が委託契約に基づく職務上の義務に違反し、又は怠ったとき 

（b）資産運用会社に運用資産の運用に係る業務を引続き委託することに堪えない重大な事由があるとき 

（ⅲ）上記（ⅰ）及び（ⅱ）にもかかわらず、本投資法人は次のいずれかに該当するときは委託契約を解約

します。この場合には、本投資法人は資産運用会社に対してその旨を通知するものとします。 

（a）資産運用会社が投信法第199条第２号に該当する金融商品取引業者でなくなったとき 

（b）資産運用会社が投信法第200条各号のいずれかに該当することとなったとき 

（c）資産運用会社が解散したとき 

（ⅳ）委託契約の解約により委託契約が終了した場合においても、投信法上本投資法人が資産運用会社以外

の第三者との間において委託契約に代わる本投資法人の資産の運用の委託に係る投信法第198条に基づ

く契約を締結することが義務づけられている限り、かかる契約が締結されるまでの間においては、資産

運用会社は投信法上許容されている限度において委託契約に従って委託業務を遂行するものとします。

資産運用会社がこれにより委託業務を遂行する場合にあっては、委託契約に定める委託業務報酬に準じ

て本投資法人より報酬を支払うものとします。 
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（ハ）契約内容の変更 

 委託契約は、本投資法人の役員会の承認その他の投信法等の適用諸法令上の要件を充足したうえで締結

される、本投資法人及び資産運用会社の書面による合意による場合以外は、改定、改正、修正又は変更で

きないものとします。 

Ｂ．投資主名簿等管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）との間の一般事務委託（投資口事務代行）契約（以

下、本Ｂ．において「委託契約」といいます。） 

（イ）契約期間 

 委託契約の期間満了日は、平成23年３月31日とし、期間満了日の３ヶ月前までに、本投資法人又は投資

主名簿等管理人のいずれか一方からその相手方に対し文書による申し出がなされなかったときは、さらに

２年間延長されるものとし、以後においても同様とします。なお、本書提出日現在、延長により有効に継

続しております。 

（ロ）解約及び失効に関する事項 

（ⅰ）本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれも、下記（ⅲ）乃至（ⅴ）に定める場合を除き、その相

手方の書面による承諾を得ることなく、委託契約を一方的に解除することはできないものとします。 

（ⅱ）上記（ⅰ）にかかわらず、本投資法人又は投資主名簿等管理人が、その相手方に対し６ヶ月（以下、

本（ⅱ）において「予告期間」といいます。）前までの書面による事前の通知により委託契約の解除を

申し出た場合には、委託契約は、当該予告期間の経過をもって、いずれの当事者による更なる意思表

示・通知その他の行為を要することなく、当然に終了するものとします。なお、当該通知が行われたと

きは、本投資法人及び投資主名簿等管理人は当該解除について確認するために確認書を取り交わすもの

とします。 

（ⅲ）本投資法人及び投資主名簿等管理人は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないと

きは、その相手方に相当の期限を定めて催告したうえ、委託契約を解除することができるものとしま

す。 

（ⅳ）本投資法人及び投資主名簿等管理人は、その相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他

の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。 

（a）解散又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに準じる申立てがあったと

き。 

（b）支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債

権につき、投資主名簿等管理人が第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受

けたとき。 

（ⅴ）本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が次に掲げるいずれかに該当（その取締

役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員（以下、本（ⅴ）において「役員」といいます。）が該当

する場合を含みます。）し、又は委託契約締結時において、自ら並びに自らの役員が次に掲げるものに

該当しないことに関する表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解

約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に委託契約は失効するものとします。 

（a）暴力団 

（b）暴力団員 

（c）暴力団準構成員 

（d）暴力団関係企業 

（e）総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

（f）その他（a）乃至（e）に準ずる者 

（ハ）契約内容の変更 

 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、互いに協議のうえ、投信法その他の関係法令上許容される限

り、かつ、これらを遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。 

Ｃ．投資主名簿等管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）との間の特別口座の管理に関する契約（以下、本Ｃ．

において「委託契約」といいます。） 

（イ）契約期間 

 契約期間に関する定めはありません。 

（ロ）解約及び失効に関する事項 

（ⅰ）本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれも、下記（ⅲ）乃至（ⅷ）に定める場合を除き、その相

手方の書面による承諾を得ることなく、委託契約を一方的に解除することはできないものとします。 

（ⅱ）上記（ⅰ）にかかわらず、本投資法人又は投資主名簿等管理人が、その相手方に対し６ヶ月（以下、

本（ⅱ）において「予告期間」といいます。）前までの書面による事前の通知により委託契約の解除を

申し出た場合には、委託契約は、当該予告期間の経過をもって、いずれの当事者による更なる意思表

示・通知その他の行為を要することなく、当然に終了するものとします。なお、当該通知が行われたと
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きは、本投資法人及び投資主名簿等管理人は当該解除について確認するために確認書を取り交わすもの

とします。 

（ⅲ）委託契約は、特別口座の加入者が存在しなくなった場合、その効力を失うものとします。この場合、

委託契約は投資主名簿等管理人が速やかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その手続きが完了し

たときに失効するものとします。 

（ⅳ）振替法に定めるところにより、本投資法人の発行するすべての振替投資口（本投資法人が合併により

消滅する場合は、本投資法人の投資主又は登録投資口質権者に対価として交付された他の投資法人の振

替投資口を含みます。）が振替機関によって取り扱われなくなった場合、その効力を失うものとしま

す。この場合、委託契約は投資主名簿等管理人が速やかにすべての特別口座の廃止手続きを行い、その

手続きが完了したときに失効するものとします。 

（ⅴ）本投資法人及び投資主名簿等管理人は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないと

きは、その相手方に相当の期限を定めて催告したうえ、委託契約を解除することができるものとしま

す。 

（ⅵ）本投資法人及び投資主名簿等管理人は、その相手方が次に掲げる事項に該当したときは、催告その他

の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。 

（a）解散又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生その他これらに準じる手続の申立があったと

き。 

（b）支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、本投資法人の投資主名簿等管理人に対する債

権につき、投資主名簿等管理人が第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞納処分を受

けたとき。 

（ⅶ）本投資法人及び投資主名簿等管理人のいずれか一方の当事者が次に掲げるいずれかに該当（その取締

役、執行役、監査役、執行役員及び監督役員（以下、本（ⅶ）において「役員」といいます。）が該当

する場合を含みます。）し、又は委託契約締結時において、自ら並びに自らの役員が次に掲げるものに

該当しないことに関する表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、相手方から文書による解

約の通知を受けた場合には、当該通知において指定された日に委託契約は失効するものとします。 

（a）暴力団 

（b）暴力団員 

（c）暴力団準構成員 

（d）暴力団関係企業 

（e）総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

（f）その他（a）乃至（e）に準ずる者 

（ⅷ）本投資法人及び投資主名簿等管理人との間の一般事務委託（投資口事務代行）契約について失効事由

若しくは本投資法人又は投資主名簿等管理人が解約権を行使しうる事由が発生した場合、本投資法人又

は投資主名簿等管理人が相手方に対して行う文書による解約の通知により委託契約は失効するものとし

ます。 

（ハ）契約内容の変更 

 本投資法人及び投資主名簿等管理人は、互いに協議のうえ、投信法その他の関係法令上許容される限

り、かつ、これらを遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。 

Ｄ．会計帳簿作成事務等受託者（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）との間の一般事務委託契約（以下、本Ｄ．にお

いて「委託契約」といいます。） 

（イ）契約期間 

 委託契約の期間満了日は、平成17年３月31日とし、期間満了日の３ヶ月前までに、本投資法人又は会計

帳簿作成事務等受託者のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、

さらに２年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書提出日現在、延長により有効に継続

しております。 

（ロ）解約に関する事項 

（ⅰ）本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者はいずれも、下記（ⅲ）又は（ⅳ）に定める場合を除き、

その相手方の承諾を得ることなく、委託契約を一方的に解除することはできないものとします。 

（ⅱ）上記（ⅰ）にもかかわらず、本投資法人又は会計帳簿作成事務等受託者が、その相手方に対し委託契

約の終了を申し出た場合にあって、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了

するものとします。 

（ⅲ）本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行し

ないときは、その相手方に相当の期限を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないとき

は委託契約を解除することができるものとします。 
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（ⅳ）本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したとき

は、催告その他の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。 

（a）解散、破産、特別清算、会社更生手続開始、民事再生手続その他これらに準じる申立てがあったと

き。 

（b）支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞

納処分を受けたとき。 

（ハ）契約内容の変更 

 本投資法人及び会計帳簿作成事務等受託者は、互いに協議のうえ、投信法その他の関係法令上許容され

る限り、かつ、これらを遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。 

Ｅ．資産保管会社（三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）との間の資産保管業務委託契約（以下、本Ｅ．において「委

託契約」といいます。） 

（イ）契約期間 

 委託契約は、投信法第187条の規定に基づいて本投資法人が登録を受けた日に効力を発生するものとし

ます。委託契約の期間満了日は、平成17年３月31日とし、期間満了日の３ヶ月前までに、本投資法人又は

資産保管会社のいずれか一方からその相手方に対し書面による申し出がなされなかったときは、さらに２

年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、本書提出日現在、延長により有効に継続しており

ます。 

（ロ）解約に関する事項 

（ⅰ）本投資法人及び資産保管会社のいずれも、下記（ⅲ）又は（ⅳ）に定める場合を除き、その相手方の

承諾を得ることなく、委託契約を一方的に解除することはできないものとします。 

（ⅱ）上記（ⅰ）にもかかわらず、本投資法人又は資産保管会社が、その相手方に対し委託契約の終了を申

し出た場合にあって、当該相手方が書面をもってこれを承諾したときは、委託契約は終了するものとし

ます。 

（ⅲ）本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が委託契約に定める義務又は債務を履行しないときは、

その相手方に相当の期限を定めてその履行を催告したうえ、当該期間内に履行がないときは委託契約を

解除することができるものとします。 

（ⅳ）本投資法人及び資産保管会社は、その相手方が次の各号に掲げる事項に該当したときは、催告その他

の手続を要せず即時委託契約を解除することができるものとします。 

（a）解散、破産、特別清算、会社更生手続開始、民事再生手続その他これらに準じる申立てがあったと

き。 

（b）支払停止、手形交換所における取引停止処分、又は、差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは滞

納処分を受けたとき。 

（ハ）契約内容の変更 

 本投資法人及び資産保管会社は、互いに協議のうえ、投信法その他の関係法令上許容される限り、か

つ、これらを遵守して、委託契約の各条項の定めを変更することができるものとします。 

Ｆ．投資法人債に関する一般事務受託者（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）との間の第４回無担保投資法人債財務

代理契約、第５回無担保投資法人債財務代理契約、第６回無担保投資法人債財務代理契約、第７回無担保投資

法人債財務代理契約及び第８回無担保投資法人債財務代理契約（以下、本Ｆ．において「財務代理契約」とい

います。） 

（イ）契約期間 

 契約期間に関する定めはありません。 

（ロ）解約に関する事項 

 契約期間中の解約に関する定めはありません。 

（ハ）契約内容の変更 

 本投資法人及び一般事務受託者は、財務代理契約に定められた事項につき変更の必要が生じたときは、

その都度これに関する協定をするものとします。 

⑤ 公告の方法 

 本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載する方法により行われます（本規約第４条）。 
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２【利害関係人との取引制限】

 

（１）利害関係人との取引制限 

 資産運用会社は、法令の定めるところにより、その親法人等又は子法人等が関与する行為に関し、以下のとお

りの禁止行為が定められています（金融商品取引法第44条の３第１項、投信法第223条の３第３項）。なお、

「親法人等」とは、資産運用会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社と密接

な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい（金融商品取引法第31条の４第３

項）、「子法人等」とは、資産運用会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の資産運用会社

と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます（金融商品取引法第31

条の４第４項）。 

① 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親

法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引、店頭デリバティブ取引又は対象資産の売買その他の取引

を行うこと（金融商品取引法第44条の３第１項第１号、投信法第223条の３第３項、投信法施行令第130条第２

項）。 

② 当該金融商品取引業者との間で金融商品取引法第２条第８項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを

条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客と

の間で当該契約を締結すること（金融商品取引法第44条の３第１項第２号、投信法第223条の３第３項）。 

③ 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方

針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う

投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容

とした運用を行うこと（金融商品取引法第44条の３第１項第３号、投信法第223条の３第３項）。 

④ 上記①乃至③までに掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ

て投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも

のとして内閣府令に定める行為（金融商品取引法第44条の３第１項第４号、金商業等府令第153条、投信法第

223条の３第３項、投信法施行規則第267条）。 

 

また、投資法人と資産運用会社の利害関係人等との間で、有価証券又は不動産の取得、譲渡又は貸借の取引を

行う場合、投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なもの等の一定の例外を除き、資産運用会社は、あらかじめ投資

法人の同意を得なければならず（投信法201条の２第１項）、投資法人が同意を与えるためには、役員会の承認

を受けなければなりません（投信法201条の２第２項）。 

 

（２）利益相反のおそれがある場合の書面の交付 

 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役若しくは執行役、資産の運用を行う他の投

資法人、利害関係人等その他の投信法施行令で定める者との間における特定資産（投信法に定める指定資産及び

投信法施行規則で定めるものを除きます。以下、本（２）において同じ意味で用います。）の売買その他の投信

法施行令で定める取引が行われたときは、投信法施行規則で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載し

た書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに

限ります。）その他投信法施行令で定める者に対して交付しなければなりません（投信法第203条第２項）。た

だし、資産運用会社は、かかる書面の交付に代えて投信法施行令で定めるところにより、当該資産の運用を行う

投資法人、資産の運用を行う他の投資法人（当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限ります。）

その他投信法施行令で定める者の承認を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法であって投信法施行規則に定めるものにより提供することができます（投

信法第203条第４項、第５条第２項）。 
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（３）資産の運用の制限 

 本投資法人は、Ａ．本投資法人の執行役員又は監督役員、Ｂ．本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社、

Ｃ．本投資法人の執行役員又は監督役員の親族（配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限ります。）、Ｄ．

本投資法人の資産の運用を行う資産運用会社の取締役、会計参与（会計参与が法人である場合には、その職務を

行うべき社員を含みます。）、監査役若しくは執行役若しくはこれらに類する役職にある者又は使用人との間で

以下の①乃至⑤に掲げる行為（投信法第193条第１項第５号に掲げる取引（不動産の管理の委託）その他本投資

法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として投信法施行令で定める行為を除きます。）

を行ってはなりません（投信法第195条、第193条、投信法施行令第116条乃至第118条）。 

① 有価証券の取得又は譲渡 

② 有価証券の貸借 

③ 不動産の取得又は譲渡 

④ 不動産の貸借 

⑤ 宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引等以外の特定資産に係る取引 

 

（４）利害関係人等に対する取引状況等 

 該当事項はありません。 
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３【投資主・投資法人債権者の権利】

 

（１）投資主の権利 

 投資主が有する主な権利の内容及び行使手続の概要は以下のとおりです。 

① 投資口の処分権 

 投資主は投資証券を交付する方法により投資口を自由に譲渡できます（投信法第78条第１項、第３項）。投信

法上、投資口を譲渡するには、投資証券を交付しなければならないこととされています（投信法第78条第３項）

が、投資証券の電子化により、本投資法人の投資口は振替法に定める振替投資口に該当するため、投資口の譲渡

は、譲受人がその振替口座簿における保有欄に当該譲渡に係る口数の増加の記載又は記録を受けることにより行

われることになります（振替法第228条、第140条）。ただし、振替投資口の譲渡は、振替投資口を取得した者の

氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載又は記録しなければ、本投資法人に対抗することができません（投信

法第79条第１項）。投資証券の電子化については、前記「第１ 投資法人の追加情報 ３ その他 （２）本規約の

変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項」をご参照ください。 

② 投資証券交付請求権及び不所持の申出 

 投信法において、投資主は、投資口が発行された日以後、遅滞なく投資証券の交付を受けることができ（投信

法第85条第１項）、また、投資証券の不所持を申し出ることもできる（投信法第85条第３項、会社法第217条）

とされています。ただし、投資証券の電子化により、本投資法人の投資口は振替法に定める振替投資口に該当す

るため、投資口については、投資証券を発行することができず（振替法第227条第１項）、振替機関が振替法第

３条第１項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承

継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときに限り、投資主は、投資証

券の発行を請求することができます（振替法第227条第２項）。 

③ 金銭の分配を受ける権利 

 投資主は、投信法及び本規約に定められた金銭の分配方針に従って作成された金銭の分配に係る計算書に従

い、金銭の分配を受ける権利を有しています（投信法第77条第２項第１号）。金銭の分配方針に関しては前記

「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （３）分配方針」をご参照ください。 

④ 残余財産の分配を受ける権利 

 本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、各投資主の有する投資口の口数に応じて残余財産の分配を

受ける権利を有しています（投信法第77条第２項第２号）。 

⑤ 投資主総会における議決権（投信法第77条第２項第３号） 

 投信法又は本規約により定められる一定の事項は、投資主より構成される投資主総会で決議されます（投信法

第89条）。投資主は投資口１口につき１個の議決権を有しています（投信法第94条第１項、会社法第308条第１

項）。投資主総会においては、原則として出席した投資主の議決権の過半数をもって決議されますが（本規約第

11条第５項）、本規約の変更その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口

を有する投資主が出席し、その議決権の３分の２以上により決議されなければなりません（投信法第140条等、

第93条の２第２項）。 

 投資法人は一定の日（以下、「基準日」といいます。）を定めて、基準日において投資主名簿に記載され又は

記録されている投資主をその権利を行使することができる者と定めることができます（投信法第77条の３第２

項）。 

 投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です（投信法第90条の２

第２項）。また、電磁的方法による議決権の行使は、あらかじめその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、

本投資法人の承諾を得て、投資主総会の日時の直前の営業時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項

を電磁的方法により本投資法人に提供して行います。電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資

主の議決権の数に算入します（投信法第92条の２第１項、第３項、投信法施行令第59条、投信法施行規則第157

条）。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使することができますが（投信法第94条第１項、会社法第

310条）、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を有す

る他の投資主１名に限られます（本規約第11条第７項）。これらの方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出

席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提

出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。）

について賛成するものとみなされます（投信法第93条第１項、本規約第12条第１項）。 

⑥ その他投資主総会に関する権利 

 発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主（６ヶ月前より引続き当該投資口を有

するものに限ります。）は、投資主総会の会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を執行役員に提出

して投資主総会の招集を請求することができます（投信法第90条第３項、会社法第297条第１項）。 

 発行済投資口の総口数の100分の１以上に当たる投資口を有する投資主（６ヶ月前より引続き当該投資口を有

するものに限ります。）は、執行役員に対して会日より８週間前に書面をもって一定の事項を投資主総会の会議
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の目的となすべきことを請求することができます。ただし、その事項が投資主総会で決議すべきものでない場合

はこの限りではありません（投信法第94条第１項、会社法第303条第２項）。 

 発行済投資口の総口数の100分の１以上に当たる投資口を有する投資主（６ヶ月前より引続き当該投資口を有

するものに限ります。）は、投資主総会招集手続及びその決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って

検査役の選任を本投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長に請求することができます（投信法第94条第１

項、会社法第306条第１項）。 

 投資主は、招集の手続若しくは決議の方法が法令若しくは本規約に違反し又は著しく不公正なとき、決議の内

容が本規約に違反するとき又は決議につき特別の利害関係を有する投資主が議決権を行使したことによって著し

く不当な決議がなされたときは、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます（投信法第

94条第２項、会社法第831条）。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場

合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起することができます（投信法第94条

第２項、会社法第830条）。 

⑦ 訴権等 

 ６ヶ月前から引続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面にて執行役員又は監督役員の責任を追

及する訴えを提起することができる（投信法第116条、会社法第847条第１項）ほか、執行役員が本投資法人の目

的の範囲外の行為その他法令若しくは本規約に違反する行為を行い、又はこれらの行為をするおそれがある場合

において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、執行役

員に対してその行為を止めるよう請求することができます（投信法第109条第５項、会社法第360条第１項）。 

 執行役員及び監督役員は投資主総会に発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該

投資主の議決権の過半数により解任することができます。また、執行役員又は監督役員の職務遂行に関して不正

な行為又は法令若しくは本規約に違反する重大な事実があるにもかかわらず投資主総会において執行役員又は監

督役員の解任が否決された場合には、発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主

（６ヶ月前より引続き当該投資口を有するものに限ります。）は、30日以内に当該執行役員又は監督役員の解任

の訴えを提起することができます（投信法第106条、第104条、会社法第854条第１項）。 

 発行済投資口の総口数の100分の３以上に当たる投資口を有する投資主は、本投資法人の業務の執行に関し不

正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、本投資法人

の業務及び財産の状況を調査させるため、検査役の選任を本投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長に請求

することができます（投信法第110条）。 

 投資主は、投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、本投資法人に対して投資口発行無効

確認の訴えを提起することができます（投信法第84条第２項、会社法第828条第１項第２号、第２項第２号）。 

 投資主は、本投資法人の合併がある場合、その手続に瑕疵があった場合には、本投資法人に対して合併無効確

認の訴えを提起することができます（投信法第150条、会社法第828条第１項第７号、第８号、第２項第７号、第

８号）。 

投資法人の吸収合併が法令又は規約に反する場合等の一定の場合において、吸収合併消滅法人の投資主が不利

益を受けるおそれがあるとき、又は、吸収合併存続法人の投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、投資主

は、本投資法人に対し、吸収合併をやめることを請求することができます（投信法第150条、会社法第784条の

２、会社法第796条の２）。また、投資法人の新設合併が法令又は規約に反する場合において、新設合併消滅法

人の投資主が不利益を受けるおそれがあるときは、投資主は、本投資法人に対し、新設合併をやめることを請求

することができます（投信法第150条、会社法第805条の２）。 

投資主は、投資口発行が法令若しくは規約に違反する場合、又は、投資口の発行が著しく不公正な方法により

行われる場合には、本投資法人に対して投資口の発行をやめることを請求することができます（投信法第84条第

１項、会社法第210条）。 

投資主は、投資口の併合が法令又は規約に違反する場合において、投資主が不利益を受けるおそれがあるとき

は、本投資法人に対し、当該投資口の併合をやめることを請求することができます（投信法第81条の２第２項、

会社法第182条の３）。 

⑧ 帳簿閲覧権 

 投資主は、理由を明らかにすることにより、本投資法人の営業時間内は、いつでも、会計の帳簿又はこれに関

する資料の閲覧又は謄写を請求することができます（投信法第128条の３第１項）。 

⑨ 少数投資主権の行使手続（振替法第228条、第154条） 

 振替投資口に係る少数投資主権の行使に際し、本投資法人に対する対抗要件の有無は、投資主名簿の記載又は

記録ではなく、振替口座簿の記載又は記録により判断されます。そのため、投資主は、少数投資主権の行使にあ

たり、振替機関が本投資法人に対し自己の氏名又は名称及び住所その他一定の事項に関する通知（個別投資主通

知）を行うよう、投資主が口座を開設している口座管理機関に対して申し出る必要があります。投資主は、かか

る個別投資主通知が本投資法人に対してなされた後４週間が経過する日までの間、少数投資主権を行使すること

ができます。 

- 103 -



⑩ 投資口買取請求権（投信法第149条の３、第149条の８、第149条の13） 

 投資法人が合併する場合に、合併契約承認のための投資主総会に先立って合併に反対する旨を投資法人に通知

し、かつ、当該投資主総会において合併に反対した投資主は、投資法人に対し自己の有する投資口を公正な価格

で買い取ることを請求することができます。 

⑪ 新投資口予約権無償割当て（投信法第88条の４、第88条の13、第88条の14） 

 投資法人が、投資主に対して新たに払込みをさせないで当該投資法人の新投資口予約権の割当て（以下、「新

投資口予約権無償割当て」といいます。）をする場合には、当該投資法人以外の投資主の有する投資口の口数に

応じて新投資口予約権の割当てを受ける権利を有します。なお、投資法人は、新投資口予約権無償割当てを行う

場合に限り、新投資口予約権を発行することができます。 

 

（２）投資法人債権者の権利 

 投資法人債権者が有する主な権利の内容及び行使手続の概要は以下のとおりです。 

① 投資法人債の処分権 

 本投資法人は、無記名式の投資法人債券のみを発行しています。投資法人債券が無記名式である場合、投資法

人債権者は、Ａ．当該投資法人債が登録債でない場合は投資法人債券を交付することにより、Ｂ．当該投資法人

債が登録債の場合は譲渡人及び譲受人間の意思表示により、投資法人債を第三者に譲渡することができます。譲

受人がかかる譲渡を本投資法人に対抗するためには、Ａ．当該投資法人債が登録債でない場合は投資法人債券の

引渡し及び継続占有が、Ｂ．当該投資法人債が登録債の場合は移転の登録が、それぞれ必要となります。なお、

後記「⑧振替法の適用」記載のとおり振替投資法人債に移行された投資法人債券の権利移転は株式会社証券保管

振替機構及び一般振替制度に参加する銀行・第一種金融商品取引業者等の口座管理機関が管理する振替口座簿の

記録によりなされることとなります。 

② 投資法人債の元利金支払請求権 

 投資法人債権者は、投資法人債の要項に従い、投資法人債の元利金の支払いを受けることができます。本投資

法人が過去に発行し、本書の日付現在、残高がある投資法人債に係る元利金及びそれらの支払日は以下のとおり

です。 

 

Ａ．第４回無担保投資法人債 

投資法人債の名称 ：グローバル・ワン不動産投資法人第４回無担保投資法人債 

 （特定投資法人債間限定同順位特約付） 

投資法人債の総額 ：50億円 

利率 ：年1.59％ 

払込期日 ：平成22年９月29日 

償還日 ：平成29年９月29日（償還日に総額を償還。買入消却は、払込期日の翌

日以降いつでも可能。） 

利払日 ：毎年３月29日及び９月29日 

担保 ：無担保・無保証 

Ｂ．第５回無担保投資法人債 

投資法人債の名称 ：グローバル・ワン不動産投資法人第５回無担保投資法人債 

 （特定投資法人債間限定同順位特約付） 

投資法人債の総額 ：40億円 

利率 ：年0.66％ 

払込期日 ：平成24年10月18日 

償還日 ：平成28年10月18日（償還日に総額を償還。買入消却は、払込期日の翌

日以降いつでも可能。） 

利払日 ：毎年４月18日及び10月18日 

担保 ：無担保・無保証 

Ｃ．第６回無担保投資法人債 

投資法人債の名称 ：グローバル・ワン不動産投資法人第６回無担保投資法人債 

 （特定投資法人債間限定同順位特約付） 

投資法人債の総額 ：40億円 

利率 ：年0.29％ 

払込期日 ：平成26年９月29日 

償還日 ：平成30年９月28日（償還日に総額を償還。買入消却は、払込期日の翌

日以降いつでも可能。） 
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利払日 ：毎年３月29日及び９月29日 

担保 ：無担保・無保証 

Ｄ．第７回無担保投資法人債 

投資法人債の名称 ：グローバル・ワン不動産投資法人第７回無担保投資法人債 

 （特定投資法人債間限定同順位特約付） 

投資法人債の総額 ：30億円 

利率 ：年0.86％ 

払込期日 ：平成26年９月29日 

償還日 ：平成36年９月27日（償還日に総額を償還。買入消却は、払込期日の翌

日以降いつでも可能。） 

利払日 ：毎年３月29日及び９月29日 

担保 ：無担保・無保証 

Ｅ．第８回無担保投資法人債 

投資法人債の名称 ：グローバル・ワン不動産投資法人第８回無担保投資法人債 

 （特定投資法人債間限定同順位特約付） 

投資法人債の総額 ：30億円 

利率 ：年0.56％ 

払込期日 ：平成27年２月26日 

償還日 ：平成34年２月25日（償還日に総額を償還。買入消却は、払込期日の翌

日以降いつでも可能。） 

利払日 ：毎年２月26日及び８月26日 

担保 ：無担保・無保証 

 

 

③ 投資法人債管理者 

 第４回無担保投資法人債、第５回無担保投資法人債、第６回無担保投資法人債、第７回無担保投資法人債及び

第８回無担保投資法人債は、いずれも投信法第139条の８ただし書の要件を充たすものであり、各投資法人債の

管理を行う投資法人債管理者は設置されておりません。 

④ 財務代理人 

 第４回無担保投資法人債、第５回無担保投資法人債、第６回無担保投資法人債、第７回無担保投資法人債及び

第８回無担保投資法人債に関し、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を財務代理人として、各投資法人債に関する事務

を委託しています。 

⑤ 投資法人債権者集会 

 投資法人債権者の権利に重大な関係がある事項について、投資法人債権者の総意を決定するために、投信法等

に従って、投資法人債権者集会が設置されます。 

 投資法人債権者集会における決議事項は、法定事項及び投資法人債権者の利害に関する事項に限られ（投信法

第139条の10第２項、会社法第716条）、決議がなされた場合であっても裁判所の認可によって効力が生じるもの

とされています（投信法第139条の10第２項、会社法第734条第１項）。法定の決議事項には、投資法人債の元利

金の支払いを怠った場合に期限の利益を喪失させる措置に関する事項が含まれています（投信法第139条の10第

２項、会社法第739条）。 

 投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、会日より少なくとも３週間前までに本投資法

人の投資法人債権者集会を招集する旨、会議の目的たる事項等を公告します（投信法第139条の10第２項、会社

法第717条、第720条第４項）。投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。 

 各投資法人債総額の10分の１以上に当たる投資法人債権者は、当該投資法人債の投資法人債券又は登録内容証

明書を提示し、投資法人債債権者集会の会議の目的たる事項及び招集の理由を本投資法人又は財務代理人に示し

て、当該投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます（投信法第139条の10第２項、会社

法第718条）。 

 投資法人債権者集会の招集に伴う事務手続きについては財務代理人が本投資法人の名においてこれを行うもの

とし、財務代理人が各投資法人債権者からの請求を受けた場合には、速やかにその旨を本投資法人に通知し、そ

の指示に基づき手続きを行います。 

⑥ 担保提供制限条項 

 本投資法人は、第４回無担保投資法人債、第５回無担保投資法人債、第６回無担保投資法人債、第７回無担保

投資法人債又は第８回無担保投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で今後発行する他の無担

保投資法人債（ただし、第４回無担保投資法人債、第５回無担保投資法人債、第６回無担保投資法人債、第７回

無担保投資法人債又は第８回無担保投資法人債をそれぞれ含み、以下に定める担附切換条項が特約されている無
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担保投資法人債を除きます。）のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、当該投資法人債の

ために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書における担附切換条項とは、利益維持

条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保

権を設定する旨の特約又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいいます。各投

資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その

旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告します。 

⑦ 投資法人債権者に対する公告 

 投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本規約所定の方法により公告

を行います。 

⑧ 振替法の適用 

 本投資法人が発行済みの投資法人債については、振替法の適用を受けることとし、振替機関を株式会社証券保

管振替機構、発行代理人・支払代理人を株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行としております。これにより、投資法人債

権者は、本投資法人の投資法人債を振替投資法人債に移行することができます。 

⑨ 会社法等の社債に関する規定の準用 

 投資法人債権者には、上記記述の他、会社法の社債に関する複数の規定が準用されます（投信法第139条の

10）。 
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第４【関係法人の状況】

１【資産運用会社の概況】

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】

① 名称 

グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

② 資本金の額 

４億円（本書の日付現在） 

③ 事業の内容 

Ａ．金融商品取引法第２条第８項第12号イに掲げる契約を締結し当該契約に基づき行う同号に掲げる行為に係る

業務（以下、「投資法人資産運用業務」といいます。） 

Ｂ．金融商品取引法第２条第８項第12号ロに掲げる契約を締結し当該契約に基づき行う同号に掲げる行為に係る

業務（以下、「投資一任業務」といいます。） 

Ｃ．宅地建物取引業法第50条の２第１項第１号に規定する取引一任代理等の業務 

Ｄ．投資法人の設立企画人としての業務 

Ｅ．金融商品取引法第28条第３項に規定する投資助言・代理業 

Ｆ．金融商品取引法第35条第２項第７号及び金商業等府令第68条第19号に規定する有価証券又はデリバティブ取

引に係る権利以外の資産に対する投資として他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務 

Ｇ．金融商品取引法第35条第２項第７号及び金商業等府令第68条第15号に規定する不動産に係る投資に関し助言

を行う業務 

Ｈ．金融商品取引法第35条第２項第４号に規定する宅地建物取引業法第２条第２号の宅地建物取引業務 

Ｉ．金融商品取引法第28条第２項に規定する第二種金融商品取引業 

Ｊ．上記Ａ．乃至Ｉ．に付帯又は関連する一切の業務 

 

 資産運用会社は、本投資法人の資産運用会社としての業務（Ａ．投資法人資産運用業務）のほか、上記Ｂ．

Ｆ．及びＨ．の業務（以下、総称して「投資一任業務等」といいます。）並びにＥ．Ｇ．Ｈ．及びＩ．の業務

（以下、総称して「投資助言業務等」といいます。）を兼業として行っております。 

 兼業業務に関する社内管理体制としましては、投資一任業務等及び投資助言業務等を営むに当たって、投資

法人資産運用業務と同水準の内部検査等の管理体制をとります。また、投資一任業務等及び投資助言業務等が

投資法人資産運用業務の兼業業務であることに鑑み、投資法人資産運用業務の公正かつ的確な遂行が阻害され

ることのないよう、前記「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク （２）商品設計及び関

係者に関するリスク ⑨資産運用会社の兼業業務によるリスク」に記載のとおり、取得した新規の物件情報に

係る投資判断については、投信部門がファンド運用マネジメント部門及び不動産運用マネジメント部門に優先

することとし、それ以外の情報については、当該３部門間に適切な情報隔壁を整備して、各部門間の情報流用

等により本投資法人又はファンド運用マネジメント部門若しくは不動産マネジメント部門のいずれかの顧客の

利益が優先されることのないよう、適切な措置を講じています。 
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（２）【運用体制】

① 組織体制 

 本書の日付現在における資産運用会社の業務運営の組織体制は以下のとおりです。 

 

＜資産運用会社の社内組織体制＞ 
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＜担当する業務の概略＞ 

リスク管理・コンプライアンス委員会 リスク管理及びコンプライアンスに係る基本的事項及び重要事項

等の審議及び決定 

日常業務におけるリスクの管理及び法令等遵守状況のチェックの

事後確認 

 

企画総務部 資産運用会社の経営方針及び予算の立案 

資産運用会社の株主総会及び取締役会の運営 

資産運用会社の人事・総務・経理及び財務全般に関する事項 

資産運用会社の情報開示及び広報に関する事項 

資産運用会社のコンプライアンスに関する事項の遂行管理 

 

コンプライアンス室 コンプライアンスに関する事項 

 

投資法人資産運用業務関連組織  

投信業務執行委員会 投資法人資産運用業務に係る基本的事項及び重要事項等の審議及

び決定 

投資法人資産の運用に係る実績又は状況の評価及び管理 

投信運用部 投資法人資産の運用方針・計画策定及び実行 

投資法人の資産取得に係るデュー・ディリジェンス 

プロパティマネジャーの選任の検討並びに指揮及び監督 

投信業務部 投資法人の資金調達及び金銭の分配に係る助言 

投資法人の情報開示に関する基本方針・計画の策定に係る助言 

投資法人資産(不動産及び不動産関連資産並びに不動産等への投

資に付随する資産を除きます。）の運用の実行 

投資法人資産の計理の統括 

 

投資一任業務等関連組織  

ファンド運用マネジメント業務執行委員会 投資一任業務等に係る基本的事項及び重要事項等の審議及び決定 

投資一任運用不動産等の運用に係る実績又は状況の評価及び管理 

ファンド運用マネジメント部 顧客資産の運用方針・計画策定及び実行 

顧客の資産取得に係るデュー・ディリジェンス 

プロパティマネジャーの選任の検討並びに指揮及び監督 

顧客の資金調達に係る計画立案及び実行 

顧客資産の計理の統括 

 

投資助言業務等関連組織  

不動産運用マネジメント業務執行委員会 投資助言業務等に係る基本的事項及び重要事項等の審議及び決定 

顧客に対して行った投資助言業務等の内容及びその成果の評価及

び管理 

不動産運用マネジメント本部 不動産運用第１部及び第２部の分掌業務の統括 
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不動産運用第１部及び第２部 顧客の不動産等資産入替計画及び収支計画策定に係る助言 

顧客が保有する不動産等の管理及び運営に係る助言 

顧客が保有する不動産等の賃貸及び補改修に係る助言 

顧客による宅地又は建物の売買又は貸借等に係る助言、代理又は

媒介業務（投資運用業に直接関連するものを除きます。） 

顧客が保有する不動産等の管理業務（投資運用業に直接関連する

ものを除きます。） 

信託受益権の売買若しくはその媒介、取次ぎ又は代理業務 

 

調査部 不動産の運営管理に係る調査及び技術支援 

経済動向・不動産マーケットの調査 

 

投資情報室 不動産等の投資情報の収集、提供及び管理 

不動産等の取得の実行又は助言に係る支援 

不動産等の投資に係る不動産マーケットの調査 

 

② 資産運用会社における運用資産の運用に係る業務運営及び社内管理体制 

Ａ．投資方針・計画案及び運用の起案 

 投資法人の運用資産に関する投資方針・計画案の起案及び運用資産に係る運用の起案は、法令、本規約及び

各種社内規程等に則り、投信運用部においてこれを行います。投信運用部の担当者は起案の際、運用内容の明

確化に留意すると共に、金融商品取引法第42条の２、第44条及び第44条の３第１項に規定する行為準則にも留

意します。投信運用部の部署長は、運用に係る当該企画に誤謬・脱漏がないか、内容が上記に照らし適正であ

るかを確認のうえ、リスク管理・コンプライアンス委員会及び投信業務執行委員会に付議します。 

Ｂ．リスク管理・コンプライアンス体制 

（イ）コンプライアンス・オフィサー及びリスク管理・コンプライアンス担当者によるチェック 

 資産運用会社では、投資法人の資産の運用、決済関係業務の誤謬・脱漏及び職員の不正取引を未然に防

止するため、法令等遵守責任者としてのコンプライアンス・オフィサー及びリスク管理・コンプライアン

ス担当者が法令等遵守等の観点から日常業務におけるリスクの管理及び法令等遵守状況のチェックを行い

ます。具体的には、（ⅰ）コンプライアンス・オフィサー、（ⅱ）投信運用部を担当するリスク管理・コ

ンプライアンス担当者（リスク管理・コンプライアンスに係る職務執行については、投信運用部の上位者

は指揮命令の権限を有しません。）及び（ⅲ）企画総務部に所属し投信運用部を担当するリスク管理・コ

ンプライアンス担当者が、各々独立した立場で投信運用部により付議された案件のコンプライアンス・チ

ェックを実施しています。コンプライアンス・オフィサー及びリスク管理・コンプライアンス担当者は、

かかるチェックの結果、当該案件について法令等に違反する事例又はそのおそれがある事例を発見した場

合その他リスク管理又はコンプライアンス上の重要な事項があった場合は、投信運用部に対してその旨の

指摘を行ったうえで、速やかにリスク管理・コンプライアンス委員会の開催を要請します。 

（ロ）リスク管理・コンプライアンス委員会 

 リスク管理・コンプライアンス委員会は、資産運用会社の代表取締役社長を委員長とし、企画総務部を

担当する執行役員、企画総務部長、コンプライアンス室を担当する執行役員、コンプライアンス室長、コ

ンプライアンス・オフィサー及び複数のリスク管理・コンプライアンス担当者により構成されます。コン

プライアンス・オフィサーは、コンプライアンス上の観点から問題がある場合、決議を否決することがで

きます。同委員会は、各委員の要請に基づき随時開催され、又は書面により決議が行われます。さらに投

信業務執行委員会が招集されるべき事項が生じた場合にも原則として開催され、又は書面により決議が行

われます。 

 リスク管理・コンプライアンス委員会では、以下の事項の審議・決定を行います。 

（ⅰ）コンプライアンス・オフィサー及びリスク管理・コンプライアンス担当者が各々行う日常業務にお

けるリスクの管理及び法令等遵守状況のチェックの事後確認その他資産運用会社の業務一般に関する

事後的なチェック及び考査に関する事項 

（ⅱ）法令等に違反する事例又はそのおそれがある事例が発見された場合その他リスク管理又はコンプラ

イアンスのうえで重要な事項があった場合に、コンプライアンス・オフィサー又はリスク管理・コン

プライアンス担当者により行われた報告の事前承認又は否認に関する事項 

（ⅲ）取締役会が行うコンプライアンス・プログラムの策定及び変更のために具申する意見に関する事項

（ⅳ）コンプライアンス・マニュアルの策定及び変更に関する事項 

（ⅴ）発生した不祥事等に係る原因の究明、処分、改善措置及び再発防止策等 

- 110 -



（ⅵ）上記（ⅰ）乃至（ⅴ）に準じる重要な事項 

 リスク管理・コンプライアンス委員会は、考査の結果、不適切な取引又は業務執行に該当すると判断

された場合、関連部署又は従業員から事情を聴取する等の調査をしたうえで、これらに対して必要な措

置（改善措置又は将来における防止措置）を講じること等を命じるものとしています。同委員会は、上

記（ⅰ）に定める事後確認の結果、継続して行うべきでないとの決定がなされた事項につき、当該事項

を所管する本部又は部に対して、その再検討（実行の取止めを含みます。）を指示することができま

す。また、上記（ⅱ）に係る事項で否認したものについても同様です。 

 リスク管理・コンプライアンス委員会の事務局及び同委員会による決定事項（取締役会に上程され、

決議された事項を含みます。）の遂行管理は、企画総務部が行います。 

（ハ）リスク管理・コンプライアンスに関する社内規程 

 資産運用会社は、コンプライアンス基本規程その他の社内規程を策定しております。 

かかる規程に基づき、リスク管理・コンプライアンス委員会はコンプライアンス・マニュアルを策定・変

更します。取締役会は、同委員会の意見を踏まえて、年度毎にコンプライアンス・プログラムを策定しま

す。代表取締役社長は、内部監査規程に従って、同委員会及び取締役会の承認する内容の内部監査を実施

します。 

 これらに従って、必要に応じ、コンプライアンス確保のための社内規程をさらに策定することもありま

す。 

Ｃ．投信業務執行委員会 

 投信業務執行委員会は、投資法人の資産の運用に係る投資の基本方針の策定に関する事項（以下、「投資方

針に係る事項」といいます。）の審議・決定及び運用資産の運用の審議・決定を行います。 

 投信業務執行委員会は、資産運用会社の代表取締役社長を委員長とし、①投信部門の全部又は一部を担当す

る執行役員、②投信部門の部長及び担当部長、③企画総務部を担当する執行役員、④企画総務部長、⑤コンプ

ライアンス室を担当する執行役員、⑥コンプライアンス室長、⑦コンプライアンス・オフィサー、及び⑧投信

部門の副部長及び課長のうち、同委員会が任命する者により構成されます。コンプライアンス・オフィサー

は、コンプライアンス上の観点から問題がある場合、決議を否決することができます。同委員会は、各委員の

要請に基づき随時開催され、又は書面により決議が行われます。 

 投信業務執行委員会では、投資方針に係る以下を含む基本的事項及び重要事項等につき審議し、決定を行い

ます。 

（イ）投資法人の資産の運用に係る基本方針の策定に関する事項 

（ロ）投資法人の資産の運用方針及び運用計画（取得及び譲渡その他の処分に係る計画を含みます。）の策定

に関する事項 

（ハ）投資法人運用不動産等の管理運営計画、賃貸計画（一定の範囲をもって定める標準賃貸料水準の設定を

含みます。）、資本的支出計画及び修繕計画の策定に関する事項 

（ニ）投資法人運用不動産等以外の資産の運用（取得、譲渡及び貸借を含みますが、これらに限られませ

ん。）に係る計画の策定に関する事項 

（ホ）投資法人の資産の運用として行う10億円以上の投資法人運用不動産等の取得（増改築を含むものとしま

す。）又は譲渡に関する事項 

（ヘ）投資法人運用不動産等以外の資産の運用（同委員会が別途定める基準に該当するものに限られます。）

に関する事項 

（ト）投資法人による資金調達及び金銭の分配に関する投資法人への助言に関する事項 

 投信業務執行委員会の事務局は投信業務部とし、同委員会が審議の対象とする投資方針・計画案の起案及び

同委員会の決定事項の遂行管理は、投信運用部が行います。なお、同委員会が決議した投資方針に係る事項の

うち、取締役会への付議を要するものについては取締役会において審議・決定されます。 

Ｄ．資産運用の実行 

 資産運用会社は本書の日付現在、本投資法人以外の投資法人の資産運用に係る業務を受託しておりません。

しかしながら、将来において本投資法人以外の投資法人の資産運用に係る業務に従事することがあり得ます。

その場合には、資産運用会社は、投資法人資産毎に運用担当者を定め、運用の実績を明らかにする等、投資法

人毎にそれぞれの資産の実質的な分別運用管理の徹底を図り、各担当者間での責任体制を明確化します。な

お、運用を外部に再委託することもあり得ますが、この場合には、外部委託先の担当者と必要に応じ直接連絡

をとることにより、常時外部委託先による運用が資産運用会社の決定事項に沿って行われているかをモニター

することができる体制とします。 

 なお、運用の外部委託とは別に不動産の管理に係る事実行為（不動産のテナント候補に関する情報の整理等

の選定作業に係る事実行為を含みますが、これに限られません。）の代行を外部に委託することがあり得ま

す。かかる外部委託先の選定に関しては、当該業務に関する経験とノウハウ、実績、調査能力、内部検査体
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制、人材、財務体質、会社規模（資本金の額等）等の総合力を基準として、適切な経験及び知識の有無等に照

らして選定する方針です。 

Ｅ．運用に係る実績又は状況の評価及び管理 

 投信業務執行委員会は、運用資産の運用に係る実績又は状況の評価及び管理を行い、運用実績、運用手法及

び実績管理手法の向上のための方策の検討を投信運用部に対して指示することができます。 

 投信運用部の部署長は、かかる評価の結果、投信業務執行委員会から指示される場合や運用方法の変更が必

要と認める場合には、適宜同委員会において報告し、同委員会は、かかる報告の内容を踏まえ、運用計画等の

変更を審議・決定します。かかる同委員会の審議の結果、投資基本方針の変更が必要と認められる場合など取

締役会への付議を要する事項がある場合には、投信業務執行委員会は速やかに取締役会に上程するほか、同委

員会において決議された事項のうち、重要なものについては、取締役会に報告します。 

Ｆ．その他社内管理体制 

（イ）顧客管理は、投資法人資産運用業務にあっては投信業務部及び投信運用部が担当することとし、顧客又

は当該顧客が保有する資産に係る電子媒体の情報について、部単位でアクセス制御を講じることにより分

別管理を行うこととします。また、顧客に係る情報の不正流失等を防止するために、当該情報を含む資料

の施錠可能なキャビネット等への保管、カードセキュリティーによる入退室の制限、パスワード管理によ

る端末使用の制限等の措置を講じることとします。 

（ロ）社内教育・研修は、企画総務部が担当することとし、投資運用業務に関する社内教育・研修に係る計画

を立案し、すべての役職員に対する研修を年１回以上行うこととします。 

（ハ）法令等遵守の管理は、企画総務部及びコンプライアンス室が担当することとし、社内稟議を含む業務活

動の全般に関する法令等遵守の確認、コンプライアンス・プログラム及びコンプライアンス・マニュアル

の策定に関する事項、発生した不祥事等に係る原因の究明・処分・改善措置及び再発防止等に関する事項

を行うこととします。 

 なお、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識を有する者のほか、宅地又は建物の取引に関する知

識を有する者を配置することします。 

（ニ）営業の本部機能は、投資法人資産運用業務にあっては投信業務部及び投信運用部が有することとし、当

該業務に関する営業企画の立案及び営業に係る指導を行うこととします。 

 なお、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識及び経験を有する者を複数名配置するほか、宅地又

は建物の取引に関する知識及び経験を有する者を配置することとします。 

（ホ）内部監査は、代表取締役及び代表取締役が起用した外部監査人が担当することとし、投資運用業務に係

る内部監査計画の立案、内部監査の実施、内部監査の結果に関する対応、取締役会等への報告を行うこと

とします。内部監査は、内部監査計画に基づき、事業年度ごとに１回以上実施することとします。 

 また、全ての部門に対して十分な牽制機能が働く独立した体制とするため、代表取締役社長及び外部監

査人は全ての部門から独立しています。 

 なお、内部監査を担当する者は、内部監査業務、金融商品取引業務及び関連業務に関する知識を有する

者のほか、宅地又は建物の取引に関する知識を有する者とします。 

（ヘ）営業の担当者は、投資法人資産運用業務にあっては投信業務部及び投信運用部に配置し、金融商品取引

業務及び関連業務に関する知識及び経験のほか、宅地又は建物の取引に関する知識及び経験を有する者と

します。 

③ インサイダー取引等の防止 

 資産運用会社では、法人関係情報等の管理に関する規程を定め、以下のとおり法人関係情報等を定義したう

え管理し、法人関係情報等を利用したインサイダー取引等の不公正な取引の防止等を図っています。 

Ａ．法人関係情報等 

 法人関係情報等とは、資産運用会社の役職員がその業務に関して取得した未公表の重要な情報のうち、上場

会社等の運営、業務、財産、公開買付け等に関する情報であって、当該上場会社等の特定有価証券等（金融商

品取引法第163条第１項に規定する特定有価証券等をいいます。以下同じ。）について投資者の投資判断に影

響を及ぼすものを、指すものとされます。 

 役職員は、その業務に関して法人関係情報等を取得したときは、直ちに所属部署長を通じ、法人関係情報等

の管理責任部署である企画総務部に報告するものとし、これを受け、当該管理責任者である企画総務部を担

当する執行役員は、直ちに当該法人関係情報等に係る特定有価証券等について売買等の行為がなされないよう

必要な措置を講ずるなど、速やかに役職員に対し法人関係情報等の管理について必要な指示（下記Ｂ．乃至

Ｆ．）を与えるものとします。 

Ｂ．法人関係情報等を利用した自己売買及び投資法人の資産の運用の禁止 

（イ）資産運用会社は、法人関係情報等を利用して特定有価証券等の自己売買を行わないものとします。 

（ロ）資産運用会社は、法人関係情報等を利用して投資法人資産運用業務若しくは投資一任業務における投資

運用又は投資助言・代理業務における投資助言を行わないものとし、その他の資産運用会社の業務におけ
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る行為を行う場合にも、不公正と認められるおそれがある法人関係情報等の利用を行わないものとしま

す。 

Ｃ．法人関係情報等を利用した役職員の自己売買の禁止等 

（イ）資産運用会社の役職員は、職務上の地位を利用して、法人関係情報等、資産運用会社が資産運用を受託

する投資法人若しくは顧客資産若しくはそれらの資産運用の動向に関連する情報若しくは投資助言・代理

業務に係る投資助言等の内容その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又はもっぱら投機的利益の追

求を目的として特定有価証券等の自己売買（家族、知人その他名義の如何を問わず、自己の計算で行うす

べてのものを含みます。下記（ロ）において同じです。）を行ってはならないものとします。役職員でな

くなった後１年以内の者が、法人関係情報等のうち金融商品取引法第166条第２項に規定する業務等に関

する重要事実に基づいてこれを行うときも、同様とします。 

（ロ）上記（イ）にかかわらず、役職員は、資産運用会社が運用を受託する上場投資法人等（金融商品取引法

第163条第１項に規定する上場投資法人等をいいます。以下同じ。）の投資証券及び投資法人債券の自己

売買を行ってはならないものとします。役職員でなくなった後１年以内の者についても、同様とします。 

Ｄ．法人関係情報等の伝達の禁止 

 資産運用会社の役職員は、法人関係情報等を取得し又は報告を受けたときは、一定の例外を除き、当該法人

関係情報等を他人に伝達してはならないとものとします。 

Ｅ．他人に利益を得させる等の目的による情報伝達及び取引推奨行為の禁止 

 資産運用会社の役職員は、法人関係情報等を取得し又は報告を受けたときは、上記Ｄ．にかかわらず、他人

に対し、当該法人関係情報等について公表がなされたこととなる前に、当該法人関係情報等に係る上場会社等

の特定有価証券等に係る売買等（金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等をいいます。）又は公開買付

け等に係る株券等の買付け等若しくは売付け等（金融商品取引法第167条第1項に規定する買付け等又は売付け

等をいいます。）をさせることにより当該他人に利益を取得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目

的をもって、当該法人関係情報等を伝達し、又は当該売買等又は当該買付け等若しくは当該売付け等をするこ

とを勧めてはならないものとします。 

Ｆ．その他の禁止行為 

 資産運用会社の役職員は、法人関係情報等又はそれに該当するおそれのある情報を知り得る可能性のある者

に対し、当該情報を提供するよう働きかけをしてはならず、また、資産運用会社の業務に係る取引の相手方の

評価・選択にあたって、法人関係情報等又はそれに該当するおそれのある情報の提供の有無、内容を考慮して

はならないものとします。 
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（３）【大株主の状況】

    （本書の日付現在） 
 

名称 住所 
所有株式数 
（株） 

比率（％） 
（注） 

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 800 10.0 

近鉄グループホールディングス株式
会社 

大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目１番55号 800 10.0 

森ビル株式会社 東京都港区六本木六丁目10番１号 800 10.0 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 400 5.0 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 400 5.0 

明治安田システム・テクノロジー株
式会社 

東京都江東区東陽七丁目１番２号 392 4.9 

近鉄保険サービス株式会社 大阪府大阪市中央区谷町九丁目５番24号 392 4.9 

森喜代株式会社 東京都港区六本木六丁目10番１号 392 4.9 

三菱ＵＦＪリース株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 392 4.9 

小計   4,768 59.6 

株式会社三菱総合研究所、その他国
内金融機関12社 

  3,232 40.4 

合計   8,000 100.0 

（注）「比率」は、発行済株式総数に対する当該株主の所有株式数の比率を表しております。資産運用会社は、本投資法人と資本関係はありま

せん。 

 

（４）【役員の状況】

    （本書の日付現在） 
 

役職名 氏名 主要略歴 
所有株式数 

（株） 

代表取締役社長 和田 康 

昭和52年４月 明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会

社） 入社 

０ 

平成17年４月 明治安田生命保険相互会社 不動産部長 

平成17年６月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

取締役（非常勤） 

平成20年４月 明治安田生命保険相互会社 執行役 

平成21年４月 明治安田生命保険相互会社 常務執行役 

平成25年４月 明治安田生命保険相互会社 専務執行役 

平成27年４月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

入社 特別顧問 

平成27年６月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

代表取締役社長（現職） 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有株式数 

（株） 

取締役 

（常勤） 
小森 義文 

昭和56年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行） 入行 

０ 

平成２年２月 株式会社三菱銀行 企画部 調査役 

平成６年11月 財団法人日本不動産研究所 出向 

平成９年12月 株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行） 営業情報部 調査役 

平成11年２月 不動産鑑定士登録 

平成12年３月 ダイヤモンド不動産調査株式会社（現エム・ユー不

動産調査株式会社） 出向 企画部長 

平成14年６月 株式会社東京三菱銀行 金融商品開発部 主任調査

役 

平成14年７月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

出向 執行役員 企画総務部長 

平成17年２月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

取締役 執行役員 企画総務部長 

平成21年７月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

入社 

平成24年７月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

取締役 常務執行役員 企画総務部長（現職） 

取締役 

（非常勤） 
倉橋 孝壽 

昭和55年４月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホールディ

ングス株式会社） 入社 

０ 

平成４年11月 近畿日本鉄道株式会社 企画室 課長 

平成６年６月 近畿日本鉄道株式会社 秘書室 課長 

平成13年12月 近畿日本鉄道株式会社 秘書室秘書部 秘書室秘書

部長 

平成15年６月 近畿日本鉄道株式会社 秘書広報部 秘書広報部長 

平成16年４月 近畿日本鉄道株式会社 経営企画部 経営企画部長 

平成22年６月 近畿日本鉄道株式会社 総合企画部 総合企画部長 

平成22年11月 近畿日本鉄道株式会社 鉄道事業本部 企画統括部 

営業企画部長 

平成24年６月 近畿日本鉄道株式会社 執行役員 生活関連事業本

部 不動産事業統括部長 

平成25年１月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

取締役（現職） 

平成27年１月 近畿日本鉄道分割準備株式会社（現近畿日本鉄道株

式会社） 執行役員 

平成27年４月 近鉄グループホールディングス株式会社 執行役員

（事業開発・グループ連携推進部、東京支社及び名

古屋支社担当） 

平成27年４月 近畿日本鉄道株式会社 執行役員 

平成27年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 取締役 

常務執行役員（事業開発・グループ連携推進部、東

京支社及び名古屋支社担当） 

平成27年６月 近鉄日本鉄道株式会社 取締役 常務執行役員 

平成28年６月 近鉄グループホールディングス株式会社 取締役 

専務執行役員（事業開発・グループ連携推進部、東

京支社及び名古屋支社担当）（現職） 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有株式数 

（株） 

取締役 

（非常勤） 
加藤 公美 

昭和57年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会

社） 入社 

０ 

平成８年７月 安田生命保険相互会社 不動産部 担当課長 

平成12年４月 安田生命保険相互会社 運用開発部 不動産企画課

長 

平成14年４月 安田生命保険相互会社 運用開発部 運用開発業務

課長 

平成16年１月 明治安田生命保険相互会社 不動産部 不動産業務

グループ グループマネージャー 

平成18年10月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社出

向 執行役員 不動産運用マネジメント本部長 

平成24年７月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

常務執行役員 不動産運用マネジメント本部長 

平成26年４月 明治安田生命保険相互会社 不動産部長（現職） 

平成26年４月 明治安田ビルマネジメント株式会社 取締役（非常

勤）（現職） 

平成26年６月 株式会社ケイエスピー 取締役（非常勤）（現職） 

平成26年６月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

取締役（現職） 

取締役 

（非常勤） 
俣野 弘 

昭和63年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行） 入行 

０ 

平成18年７月 三菱ＵＦＪ証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレー証券株式会社） 出向 投資銀行本部 

セクターカバレッジ部 副部長 兼 次長 

平成21年４月 三菱ＵＦＪ証券株式会社 投資銀行本部 セクター

カバレッジ部長 

平成21年６月 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 投

資銀行本部 コーポレートファイナンスグループ長 

平成23年４月 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 出向 

アライアンス戦略部長 

平成25年４月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 欧州ＣＩＢ部 副部

長（特命担当） 

平成25年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 欧州ＣＩＢ部 部長

（特命担当） 

平成26年10月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 欧州本部 副本部長

（特命担当） 

平成27年５月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 ソリューション本部 

ストラクチャードファイナンス部長 

平成27年６月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 執行役員 ソリュー

ション本部 ストラクチャードファイナンス部長

（現職） 

平成27年６月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

取締役（現職） 
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役職名 氏名 主要略歴 
所有株式数 

（株） 

取締役 

（非常勤） 
谷川 和路 

平成元年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式

会社） 入社 

０ 

平成14年10月 三菱信託銀行株式会社 不動産部 グループマネー

ジャー 

平成17年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 不動産企画部 グル

ープマネージャー 

平成21年10月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 法人企画推進部 統

括マネージャー 

平成24年５月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 経営企画部 副部長 

平成27年６月 株式会社日本プロパティ・ソリューションズ 取締

役（非常勤）（現職） 

平成27年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 執行役員 法人統括

部 不動産事業部長（現職） 

平成27年６月 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執

行役員 信託企画部 部長（現職） 

平成27年６月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

取締役（現職） 

平成27年６月 三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社 取締役（非常勤）

（現職） 

    平成元年10月 公認会計士第二次試験合格  

    平成２年４月 中央監査法人勤務  

    平成５年３月 公認会計士第三次試験合格  

監査役 

（非常勤） 
山田 徳昭 

平成９年７月 

 

公認会計士山田徳昭事務所（現クリフィックス税理

士法人）設立 ０ 

平成11年11月 税理士登録 

   
平成14年７月 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

監査役（現職） 
 

    平成15年１月 クリフィックス税理士法人 代表社員（現職）  

上記役員のうち本投資法人の役職員の兼務はありません。 

 

- 117 -



（５）【事業の内容及び営業の概況】

① 事業の内容 

 資産運用会社は、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として投資法人資産運用業務を行うほか、投資一

任業務等及び投資助言業務等を行っております。投資一任業務等及び投資助言業務等については、前記「（１）

名称、資本金の額及び事業の内容 ③ 事業の内容」をご参照ください。 

② 営業の概況 

 本書の日付現在、資産運用会社が資産の運用を行う投資法人又は運用の指図を行う投資信託財産は、本投資法

人のみです。ただし、兼業業務として本投資法人以外の顧客につき投資一任業務等及び投資助言業務等を行って

おります。 

③ 関係業務の概況 

 投資法人の資産運用会社としての業務 

Ａ．本投資法人を代理して行う運用資産の運用に係る業務 

（イ）資産運用会社は、本投資法人を代理して（ⅰ）運用資産をもってする資産の購入及び交換その他の取得

並びに（ⅱ）運用資産の売却、交換、譲渡その他の処分による運用資産の運用に係る業務を行います。 

（ロ）資産運用会社は、本投資法人を代理して運用資産の所有者又は保有者若しくは名義人として行うべき資

産の管理・運営に係る業務を行います。 

Ｂ．資金調達業務 

（イ）資産運用会社は、法令に反しない限度において、本投資法人を代理して、本投資法人による借入れ又は

借換え等に関する判断及びその実行を行います。 

（ロ）資産運用会社は、本投資法人による投資口又は投資法人債の発行その他本投資法人が行う金融取引に関

して、本投資法人に助言を提供し、これらの取引のための交渉に参加する業務（本投資法人の発行する投

資口若しくは投資法人債又は本投資法人の行う借入れに係る格付取得に関して助言を提供する業務を含み

ます。）を行います。 

（ハ）資産運用会社は、本投資法人が投資口若しくは投資法人債を発行し、又は借入れを行うに際して必要と

なる開示書類（投資口又は投資法人債に関する有価証券届出書及び有価証券報告書その他の開示書類を含

みますが、これに限られません。）の作成に係る助言を提供する事務を行います。 

Ｃ．報告業務 

（イ）資産運用会社は、金融商品取引法その他の法令に定めるところに従い、本投資法人の決算期毎に、運用

資産の運用の結果を、本投資法人に報告するものとします。ただし、運用資産に係る個別の取引の執行理

由について報告する義務はありません。 

（ロ）資産運用会社は、資産運用委託契約が有効に存続する限り、以下に従って本投資法人に情報を提供しま

す。 

（ⅰ）運用資産の運用に関して、別途本投資法人及び資産運用会社が合意する様式並びに内容により運用計

画及び期中運用計画（仮期中運用計画を含みます。）を適時本投資法人に対し提示します。 

（ⅱ）本投資法人の求めがある場合には、随時、委託業務の状況について説明します。ただし、運用資産に

係る個別の取引の執行理由について報告する義務はありません。 

（ⅲ）投信法第203条第１項に基づき、本投資法人及び資産運用会社が別途合意する日を初回とし、３ヶ月

毎に、同項に定める書面を本投資法人に交付します。 

（ⅳ）投信法第203条第２項に該当する取引が行われた場合は、同項に定める書面を本投資法人その他の法

令で定められた者に交付します。 

Ｄ．上記Ａ．乃至Ｃ．のほか、金融商品取引法及び投信法において投資運用業を営む金融商品取引業者がその資

産の運用を行う投資法人のために行うべき事項として定められている事項を遂行する業務 

Ｅ．上記Ａ．乃至Ｄ．に掲げる業務のほか、本投資法人及び資産運用会社が協議の上別途合意する上記Ａ．乃至

Ｄ．に関連し又は付随する業務 

④ 資本関係 

 該当事項はありません。 

⑤ 役員の兼職関係 

 該当事項はありません。 
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⑥ 資産運用会社の概要 

Ａ．会社の沿革 

主な沿革は以下のとおりです。 

平成14年７月１日  会社設立（資本金１億円） 

平成14年８月２日  宅地建物取引業法第３条の宅地建物取引業者の免許取得（免許証番号 東京都知事

(３)第81031号） 

平成14年10月４日  増資（資本金４億円） 

平成14年12月24日  宅地建物取引業法第50条の２の取引一任代理等の認可取得（認可番号 国土交通大

臣認可第16号） 

平成15年４月２日  旧投信法第６条の投資信託委託業者として投資法人資産運用業の認可取得（認可番

号 内閣総理大臣第25号） 

平成15年４月２日  旧投信法第34条の10第２項に規定する特定資産に係る投資に関し助言を行う業務

（金融商品取引法第35条第２項第７号及び金商業等府令第68条第15号に規定する不

動産に係る投資に関し助言を行う業務）についての兼業届出 

平成16年12月14日  旧投信法第34条の10第３項第２号に規定する宅地建物取引業務（金融商品取引法第

35条第２項第４号に規定する宅地建物取引業法第２条第２号の宅地建物取引業務）

の認可取得 

平成16年12月14日  旧投信法第34条の10第３項第３号に規定する不動産の管理業務（金融商品取引法第

35条第２項第７号及び金商業等府令第68条第14号に規定する不動産の管理業務）の

認可取得 

平成18年５月12日  旧信託業法第２条第10項に規定する信託受益権販売業の登録（登録番号 関東財務

局長（売信）第346号） 

平成19年４月24日  旧投信法第34条の10第３項第３号及び旧投信法施行令第39条第３号に規定する信託

受益権販売業の兼業認可取得 

平成19年９月30日  金融商品取引法第28条第４項に規定する投資運用業（投資法人資産運用業務）及び

同法第28条第２項に規定する第二種金融商品取引業のみなし登録（登録番号 関東

財務局長（金商）第322号） 

平成20年３月28日  金融商品取引法第28条第３項に規定する投資助言・代理業の追加登録（登録番号 

関東財務局長（金商）第322号） 

平成25年２月１日  金融商品取引法第28条第４項に規定する投資運用業の業務の内容及び方法の変更届

出（投資一任業務の追加） 

平成25年２月１日  金融商品取引法第35条第２項第３号に規定する業務及び金商業等府令第68条第21号

に規定する業務の開始届出 

平成25年２月１日  金商業等府令第68条第19号に規定する業務の開始届出 

Ｂ．株式の総数 

（イ）発行することができる株式の総数（本書の日付現在） 

40,000株 

（ロ）発行済株式の総数（本書の日付現在） 

8,000株 

⑦ 経理の概況 

 資産運用会社の経理の概況は以下のとおりです。 

Ａ．最近の事業年度における主な資産、負債の概況 

  平成28年３月31日現在 

総資産 2,798,808千円 

総負債 133,701千円 

純資産 2,665,107千円 

Ｂ．最近の事業年度における損益の概況 

  平成28年３月31日現在 

営業損益 347,726千円 

経常損益 348,145千円 

税引前当期純利益 348,001千円 
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⑧ その他 

Ａ．定款の変更 

 資産運用会社の定款を変更するためには、株主総会の特別決議が必要です（会社法第466条、第309条第２項

第11号）。資産運用会社は、以下のとおり定款の変更を行っております。 

 なお、平成25年１月17日以降本書の日付までの間において、定款の変更はなされていません。 

 平成14年９月18日、平成17年２月17日  旧証券取引法の改正等に伴う事業目的の変更 

 平成18年６月27日、平成19年６月26日  会社法の施行等に伴う変更 

 平成20年６月25日           金融商品取引法の施行等に伴う変更 

 平成25年１月17日           投資一任業務の開始等に伴う事業目的の変更 

Ｂ．訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実 

 本書の日付現在において、資産運用会社に関し、訴訟事件その他資産運用会社に重要な影響を及ぼすことが

予想される事実はありません。 

Ｃ．合併等 

 本書の日付現在において、資産運用会社に関し、合併、事業譲渡、事業譲受、出資の状況その他の重要な事

項は予定されていません。 
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２【その他の関係法人の概況】

 

＜一般事務受託者兼資産保管会社（ただし、投資法人債に関する業務を除きます。）＞ 

 

（１）【名称、資本金の額及び事業の内容】 

① 名称 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

② 資本金の額 

324,279百万円（平成28年３月31日現在） 

③ 事業の内容 

 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号、そ

の後の改正を含みます。）に基づき信託業務を営んでいます。 

 

（２）【関係業務の概要】

① 投資主名簿等管理人としての業務 

Ａ．本投資法人の投資口の投資主名簿に関する事務 

Ｂ．本投資法人の機関の運営に関する事務のうちの一部 

Ｃ．投資主に対して分配する金銭の計算及び支払に関する事務 

Ｄ．投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出・届出の受付けに関する事務 

Ｅ．上記Ａ．乃至Ｄ．に掲げる事務の遂行に必要な付随事務（振替法に基づく特別口座の口座管理機関として、

本投資法人の振替口座簿の作成・管理及び備置その他特別口座に関する事務等を含みますが、これらに限ら

れません。） 

Ｆ．上記Ａ．乃至Ｅ．に定める事務以外に臨時に発生する事務。なお、臨時事務の取扱いについては本投資法人

及び投資主名簿等管理人が協議の上これを定めるものとします。 

② 会計帳簿作成事務等受託者としての業務 

Ａ．本投資法人の機関の運営に関する事務（ただし、投資主名簿等管理人が行う事務を除きます。） 

Ｂ．計算に関する事務 

Ｃ．会計帳簿又はかかる書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成に関する事務 

Ｄ．納税に関する事務 

③ 資産保管会社としての業務 

Ａ．本規約に従って本投資法人が取得する特定資産及びそれ以外の資産の保管に係る業務 

Ｂ．本投資法人が収受し保有する金銭の保管に係る業務 

Ｃ．本投資法人の指定する各種書類の保管に係る業務 

Ｄ．法令に基づく資産保管に係る帳簿の作成事務 

Ｅ．上記Ａ．乃至Ｄ．の業務に関連して付随的に発生する事務 

 

（３）【資本関係】 

 平成28年３月31日現在、本投資法人の投資口を160口（ただし、信託勘定を除きます。）保有しています。 

 

＜投資法人債に関する一般事務受託者（ただし、投資法人債を引き受ける者の募集に関する業務を除きます。）＞ 

 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

① 名称 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

② 資本金の額 

1,711,958百万円（平成28年３月31日現在） 

③ 事業の内容 

 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 
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（２）関係業務の概要 

① 以下の投資法人債に関する財務代理人としての業務 

Ａ．グローバル・ワン不動産投資法人第４回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） 

Ｂ．グローバル・ワン不動産投資法人第５回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） 

Ｃ．グローバル・ワン不動産投資法人第６回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） 

Ｄ．グローバル・ワン不動産投資法人第７回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） 

Ｅ．グローバル・ワン不動産投資法人第８回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） 

② 上記Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．に関し、振替法に基づく振替機関である株式会社証券保管振替機構が定める発行代

理人及び支払代理人としての事務 

 

（３）資本関係 

 平成28年３月31日現在、本投資法人の投資口を76口保有しています。 
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第５【投資法人の経理状況】
 

１．財務諸表の作成方法について 

 本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、そ

の後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により「投資法人の計算に関する規則」に基づいて作成しており

ます。 

 

２．監査証明について 

 本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25期計算期間（平成27年10月１日から平成

28年３月31日）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。 

 

３．連結財務諸表について 

 本投資法人は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 
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１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

    （単位：千円） 

  第24期 
(平成27年９月30日) 

第25期 
(平成28年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,905,107 2,608,260 

信託現金及び信託預金 9,306,766 9,708,688 

営業未収入金 83,373 90,316 

前払費用 445,896 459,922 

繰延税金資産 14 18 

未収消費税等 62,494 － 

立替金 176 77 

流動資産合計 11,803,829 12,867,283 

固定資産    

有形固定資産    

信託建物 53,272,908 53,527,230 

減価償却累計額 △10,244,578 △10,996,236 

信託建物（純額） 43,028,330 42,530,993 

信託構築物 954,609 955,362 

減価償却累計額 △180,232 △197,036 

信託構築物（純額） 774,376 758,325 

信託機械及び装置 587,547 592,297 

減価償却累計額 △382,432 △403,473 

信託機械及び装置（純額） 205,115 188,824 

信託工具、器具及び備品 131,798 153,619 

減価償却累計額 △89,513 △95,067 

信託工具、器具及び備品（純額） 42,284 58,552 

信託土地 111,298,931 111,298,931 

信託建設仮勘定 179 811 

有形固定資産合計 155,349,217 154,836,438 

無形固定資産    

信託その他無形固定資産 395 528 

無形固定資産合計 395 528 

投資その他の資産    

長期前払費用 295,746 236,503 

長期前払消費税等 4,442 3,873 

差入保証金 10,000 10,000 

修繕積立金 870,136 677,372 

投資その他の資産合計 1,180,325 927,750 

固定資産合計 156,529,938 155,764,717 

繰延資産    

投資法人債発行費 71,775 60,848 

繰延資産合計 71,775 60,848 

資産合計 168,405,544 168,692,848 
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    （単位：千円） 

  第24期 
(平成27年９月30日) 

第25期 
(平成28年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

営業未払金 120,867 189,251 

1年内償還予定の投資法人債 － 4,000,000 

1年内返済予定の長期借入金 － 6,000,000 

未払金 626 194 

未払費用 68,427 77,585 

未払法人税等 616 774 

未払消費税等 － 100,958 

前受金 442,170 555,368 

預り金 622 － 

未払分配金 7,639 6,714 

流動負債合計 640,970 10,930,846 

固定負債    

投資法人債 19,000,000 15,000,000 

長期借入金 66,000,000 60,000,000 

信託預り敷金及び保証金 6,402,137 6,349,096 

固定負債合計 91,402,137 81,349,096 

負債合計 92,043,107 92,279,943 

純資産の部    

投資主資本    

出資総額 75,026,315 75,026,315 

剰余金    

任意積立金    

圧縮積立金 408,110 311,110 

任意積立金合計 408,110 311,110 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 928,010 1,075,479 

剰余金合計 1,336,120 1,386,589 

投資主資本合計 76,362,436 76,412,905 

純資産合計 ※１ 76,362,436 ※１ 76,412,905 

負債純資産合計 168,405,544 168,692,848 
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（２）【損益計算書】

    （単位：千円） 

 
第24期 

 （自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日） 

第25期 
 （自 平成27年10月１日 
 至 平成28年３月31日） 

営業収益    

賃貸事業収入 ※１ 3,883,808 ※１ 4,073,733 

その他賃貸事業収入 ※１ 9,533 ※１ 2,542 

営業収益合計 3,893,341 4,076,276 

営業費用    

賃貸事業費用 ※１ 2,081,666 ※１ 2,114,359 

資産運用報酬 303,262 309,264 

役員報酬 10,638 10,638 

資産保管手数料 21,464 21,311 

一般事務委託手数料 46,833 47,604 

会計監査人報酬 10,000 10,000 

その他営業費用 21,450 25,770 

営業費用合計 2,495,315 2,538,948 

営業利益 1,398,026 1,537,328 

営業外収益    

受取利息 1,411 1,449 

未払分配金除斥益 575 957 

消費税等還付加算金 － 317 

営業外収益合計 1,986 2,724 

営業外費用    

支払利息 317,719 308,069 

投資法人債利息 79,809 80,335 

投資法人債発行費償却 10,927 10,927 

融資関連費用 61,928 63,572 

その他 723 672 

営業外費用合計 471,109 463,577 

経常利益 928,904 1,076,475 

税引前当期純利益 928,904 1,076,475 

法人税、住民税及び事業税 896 1,002 

法人税等調整額 △2 △4 

法人税等合計 894 997 

当期純利益 928,010 1,075,477 

前期繰越利益 － 2 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 928,010 1,075,479 
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（３）【投資主資本等変動計算書】

第24期（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

            （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 

 

出資総額 

剰余金 

投資主資本合
計 

  任意積立金 
当期未処分
利益又は当
期未処理損
失（△） 

剰余金合計 

  圧縮積立金 
任意積立金

合計 

当期首残高 75,026,315 203,016 203,016 2,085,535 2,288,551 77,314,867 77,314,867 

当期変動額              

圧縮積立金の積立   205,093 205,093 △205,093 － － － 

剰余金の配当       △1,880,441 △1,880,441 △1,880,441 △1,880,441 

当期純利益       928,010 928,010 928,010 928,010 

当期変動額合計 － 205,093 205,093 △1,157,524 △952,431 △952,431 △952,431 

当期末残高 75,026,315 408,110 408,110 928,010 1,336,120 76,362,436 76,362,436 

 

第25期（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31日）

            （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 

 

出資総額 

剰余金 

投資主資本合
計 

  任意積立金 
当期未処分
利益又は当
期未処理損
失（△） 

剰余金合計 

  圧縮積立金 
任意積立金

合計 

当期首残高 75,026,315 408,110 408,110 928,010 1,336,120 76,362,436 76,362,436 

当期変動額              

圧縮積立金の取崩   △97,000 △97,000 97,000 － － － 

剰余金の配当       △1,025,008 △1,025,008 △1,025,008 △1,025,008 

当期純利益       1,075,477 1,075,477 1,075,477 1,075,477 

当期変動額合計 － △97,000 △97,000 147,468 50,468 50,468 50,468 

当期末残高 75,026,315 311,110 311,110 1,075,479 1,386,589 76,412,905 76,412,905 
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（４）【金銭の分配に係る計算書】

 
第24期 

（自 平成27年４月１日 
至 平成27年９月30日） 

第25期 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年３月31日） 

Ⅰ 当期未処分利益 928,010,257円 1,075,479,111円 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

  圧縮積立金取崩額 97,000,000円 19,500,000円 

Ⅲ 分配金の額 1,025,008,200円 1,094,970,000円 

（投資口１口当たりの分配金の額） (5,289円) (5,650円) 

Ⅳ 次期繰越利益 2,057円 9,111円 

 

分配金の額の算出方法  本投資法人の規約第27条第１項

の定める分配方針に基づき、分配

金の額は利益の金額を限度とし、

かつ租税特別措置法第67条の15に

規定されている「配当可能利益の

額」の90％に相当する金額を超え

るものとしております。かかる方

針により、当期未処分利益に圧縮

積立金取崩額を加算したうえで、

発行済投資口の総口数193,800口

の整数倍である1,025,008,200円

を利益分配金として分配すること

といたしました。なお、本投資法

人の規約第27条第１項第３号に定

める利益を超えた金銭の分配は行

いません。 

 本投資法人の規約第27条第１項

の定める分配方針に基づき、分配

金の額は利益の金額を限度とし、

かつ租税特別措置法第67条の15に

規定されている「配当可能利益の

額」の90％に相当する金額を超え

るものとしております。かかる方

針により、当期未処分利益に圧縮

積立金取崩額を加算したうえで、

発行済投資口の総口数193,800口

の整数倍である1,094,970,000円

を利益分配金として分配すること

といたしました。なお、本投資法

人の規約第27条第１項第３号に定

める利益を超えた金銭の分配は行

いません。 
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：千円） 

 
第24期 

 （自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日） 

第25期 
 （自 平成27年10月１日 
 至 平成28年３月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 928,904 1,076,475 

減価償却費 789,191 795,101 

投資法人債発行費償却 10,927 10,927 

受取利息 △1,411 △1,449 

支払利息 397,529 388,404 

営業未収入金の増減額（△は増加） △18,710 △1,796 

未収消費税等の増減額（△は増加） △62,494 62,494 

営業未払金の増減額（△は減少） △17,995 15,246 

未払費用の増減額（△は減少） △66,484 8,871 

未払消費税等の増減額（△は減少） △367,386 100,958 

前受金の増減額（△は減少） △84,564 113,197 

預り金の増減額（△は減少） △208 △622 

前払費用の増減額（△は増加） △10,182 △14,025 

長期前払費用の増減額（△は増加） 721 59,242 

長期前払消費税等の増減額（△は増加） 568 568 

その他 3,089 56,291 

小計 1,501,494 2,669,888 

利息の受取額 1,411 1,449 

利息の支払額 △397,769 △388,119 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △791 △844 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,104,343 2,282,373 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

信託有形固定資産の取得による支出 △341,436 △94,137 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 1,352,686 144,123 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △984,207 △202,309 

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻によ

る収入 
984,207 202,309 

信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入によ

る支出 
△1,352,686 △144,123 

投資活動によるキャッシュ・フロー △341,436 △94,137 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入 5,000,000 － 

長期借入金の返済による支出 △5,000,000 － 

分配金の支払額 △1,878,560 △1,024,975 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,878,560 △1,024,975 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,115,653 1,163,260 

現金及び現金同等物の期首残高 6,314,660 5,199,006 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,199,006 ※１ 6,362,267 
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（６）【注記表】

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

信託建物        ２年～70年 

信託構築物       ２年～58年 

信託機械及び装置    ３年～16年 

信託工具、器具及び備品 ２年～15年 

（２）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

（３）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

２．繰延資産の処理方法 投資法人債発行費 

 償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 

３．収益及び費用の計上基準 

 

固定資産税等の処理方法 

 保有する信託不動産に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等について

は、賦課決定された税額のうち当該計算期間に対応する額を賃貸事業費用として

費用処理する方法を採用しております。 

 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金と

して譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず

当該不動産等の取得原価に算入しております。 

 不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は、前期、当期とも該当あ

りません。 

４．キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金

及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

５．その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

（１）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方針 

 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財

産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費

用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上してお

ります。 

 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目に

ついては、貸借対照表において区分掲記しております。 

①信託現金及び信託預金 

②信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、

信託土地、信託建設仮勘定 

③信託その他無形固定資産 

④信託預り敷金及び保証金 

（２）消費税等の処理方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただ

し、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払消費税等に計上し、５

年間で均等額を償却しております。 

 

 

（貸借対照表に関する注記） 

※１．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 

 
第24期 

（平成27年９月30日） 
第25期 

（平成28年３月31日） 

  50,000千円 50,000千円 
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（損益計算書に関する注記） 

※１．不動産賃貸事業損益の内訳 

    （単位：千円） 
 

 

 

 

第24期 
（自 平成27年４月１日 
至 平成27年９月30日） 

第25期 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年３月31日） 

     

Ａ．不動産賃貸事業収益    

賃貸事業収入    

（賃料） 3,051,543 3,236,754 

（共益費） 483,917 473,769 

（水道光熱費収入） 245,208 259,036 

（駐車場収入） 87,344 89,528 

（付帯収入） 15,794 14,644 

計 3,883,808 4,073,733 

その他賃貸事業収入    

（その他雑収入） 9,533 2,542 

計 9,533 2,542 

不動産賃貸事業収益合計 3,893,341 4,076,276 

     

Ｂ．不動産賃貸事業費用    

賃貸事業費用    

（外部委託費） 486,141 469,304 

（水道光熱費） 254,024 237,196 

（公租公課） 428,865 426,840 

（保険料） 8,450 8,505 

（修繕費） 103,340 170,295 

（減価償却費） 789,191 795,101 

（固定資産除却損） 3,137 ― 

（その他賃貸事業費用） 8,515 7,114 

不動産賃貸事業費用合計 2,081,666 2,114,359 

     

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ） 1,811,675 1,961,917 

 

 

（投資主資本等変動計算書に関する注記） 

１．発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 

 

 

 

第24期 
（自 平成27年４月１日 
至 平成27年９月30日） 

第25期 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年３月31日） 

発行可能投資口総口数 4,000,000口 4,000,000口 

発行済投資口の総口数 193,800口 193,800口 
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（キャッシュ・フロー計算書に関する注記） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

    （単位：千円） 
 

 
 

 

第24期 
（自 平成27年４月１日 
至 平成27年９月30日） 

第25期 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年３月31日） 

  （平成27年９月30日現在） （平成28年３月31日現在） 

現金及び預金 1,905,107 2,608,260 

信託現金及び信託預金 9,306,766 9,708,688 

信託預り敷金及び 

保証金対応信託預金（注） △6,012,867 △5,954,681 

現金及び現金同等物 5,199,006 6,362,267 

（注）テナントから預っている敷金及び保証金であり、テナント退去時にテナントに返還するため信託預金に積み立てて

おります。 

 

 

（リース取引に関する注記） 

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

未経過リース料 

    （単位：千円） 

 

 
第24期 

（平成27年９月30日） 
第25期 

（平成28年３月31日） 

１年内 3,685,841 4,512,734 

１年超 8,956,528 7,561,332 

合計 12,642,370 12,074,066 

 

 

（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

 本投資法人は、余剰資金の効率的な運用に資するため、各種の預金等で運用することがあります。また資金調達に

ついては、主に、投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行によりこれを行う方針です。デリバティブは、投資法

人債又は借入金の金利変動リスクその他のリスクをヘッジする目的の利用に限るものとし、投機的な取引は行いませ

ん。なお、現在デリバティブ取引は行っておりません。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 投資法人債及び長期借入金は、不動産関連資産の取得又は借入金の返済等に係る資金調達であり、流動性リスクに

晒されていますが、本投資法人では、資産運用会社が資金繰計画を作成する等の方法により管理しています。変動金

利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、総資産有利子負債比率を低位に保ち、長期固定金利による借

入れの比率を高位に保つことで、市場金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定的にしています。 

 信託預り敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、契約満了前の退去による流動性リスクに晒されていま

す。当該リスクに関しては、資産運用会社が月次で入退去予定表や賃貸借契約一覧等を作成してスケジュールや残高

を管理する体制としています。 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該

価額が異なることもあります。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と

認められるものは、次表には含まれていません（（注３）参照）。 

第24期（平成27年９月30日） 

      （単位：千円） 

 
貸借対照表計上額 

（注１） 

時価 

（注１） 
差額 

(１) 現金及び預金 1,905,107 1,905,107 ― 

(２) 信託現金及び信託預金 9,306,766 9,306,766 ― 

(３) １年内償還予定の投資法人債 ― ― ― 

(４) １年内返済予定の長期借入金 ― ― ― 

(５) 投資法人債 (19,000,000) (19,171,900) (171,900) 

(６) 長期借入金 (66,000,000) (67,126,861) (1,126,861) 

 

第25期（平成28年３月31日） 

      （単位：千円） 

 
貸借対照表計上額 

（注１） 

時価 

（注１） 
差額 

(１) 現金及び預金 2,608,260 2,608,260 ― 

(２) 信託現金及び信託預金 9,708,688 9,708,688 ― 

(３) １年内償還予定の投資法人債 (4,000,000) (4,010,400) (10,400) 

(４) １年内返済予定の長期借入金 (6,000,000) (6,039,016) (39,016) 

(５) 投資法人債 (15,000,000) (15,227,100) (227,100) 

(６) 長期借入金 (60,000,000) (61,227,396) (1,227,396) 

 

（注１）負債に計上されるものについては、（ ）で示しています。 

（注２）金融商品の時価の算定方法 

（１）現金及び預金、（２）信託現金及び信託預金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってい

ます。 

（３）１年内償還予定の投資法人債、（５）投資法人債 

本投資法人の発行する投資法人債の時価については、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場

価格のないものは、元利金の合計額を当該投資法人債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り

引いた現在価値により算定しております。 

（４）１年内返済予定の長期借入金、（６）長期借入金 

固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入れを行った場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっています。変動金利による長期借入金は、短期間で市場

金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています。 

（注３）信託預り敷金及び保証金（平成27年９月30日貸借対照表計上額6,402,137千円、平成28年３月31日貸借対照

表計上額6,349,096千円）については、賃貸借契約の期間の定めがあっても中途解約や更新・再契約の可能

性があること、本投資法人の保有資産における過去のテナントの退去実績を分析しても個別性が強く何ら傾

向を見出せないこと等から、返還時期の想定を行うことが難しく、将来キャッシュ・フローを見積ることが

できません。よって、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしており

ません。 
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（注４）金銭債権の決算日後の償還予定額 

第24期（平成27年９月30日） 

  （単位：千円） 
 

  １年以内 

現金及び預金 1,905,107 

信託現金及び信託預金 9,306,766 

 

第25期（平成28年３月31日） 

  （単位：千円） 
 

  １年以内 

現金及び預金 2,608,260 

信託現金及び信託預金 9,708,688 

 

 

（注５）投資法人債、長期借入金の決算日後の返済予定額 

第24期（平成27年９月30日） 

          （単位：千円） 
 

  １年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

投資法人債 ― 9,000,000 4,000,000 ― ― 6,000,000 

長期借入金 ― 11,000,000 20,000,000 18,500,000 11,500,000 5,000,000 

 

第25期（平成28年３月31日） 

          （単位：千円） 
 

  １年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

１年内償還予定の投資法人債 4,000,000 ― ― ― ― ― 

１年内返済予定の長期借入金 6,000,000 ― ― ― ― ― 

投資法人債 ― 5,000,000 4,000,000 ― ― 6,000,000 

長期借入金 ― 19,000,000 11,000,000 22,500,000 2,500,000 5,000,000 

 

 

（有価証券に関する注記） 

 第24期（平成27年９月30日）及び第25期（平成28年３月31日）において、本投資法人は、有価証券取引を全く行ってお

りませんので、該当事項はありません。 

 

 

（デリバティブ取引に関する注記） 

 第24期（平成27年９月30日）及び第25期（平成28年３月31日）において、該当事項はありません。 

 

 

（退職給付に関する注記） 

 第24期（平成27年９月30日）及び第25期（平成28年３月31日）において、本投資法人は、退職給付制度がありませんの

で、該当事項はありません。 

 

 

（資産除去債務に関する注記） 

 第24期（平成27年９月30日）及び第25期（平成28年３月31日）において、該当事項はありません。 
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（セグメント情報等に関する注記） 

（セグメント情報） 

 第24期（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）及び第25期（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31

日）において、本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（関連情報） 

 第24期（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

３．主要な顧客ごとの情報 

  単一の外部顧客への売上高が全て損益計算書の営業収益の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

 第25期（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略して

おります。 

３．主要な顧客ごとの情報 

    （単位：千円） 
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

東急不動産株式会社 （注） 不動産賃貸事業 

（注）賃料等を開示することについてテナントからの承諾が得られていないため、記載しておりません。 

 

 

（賃貸等不動産に関する注記） 

 本投資法人は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む。）を有しております。これら賃貸

等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。 

    （単位：千円） 
 

 

 

 

第24期 

（自 平成27年４月１日 

至 平成27年９月30日） 

第25期 

（自 平成27年10月１日 

至 平成28年３月31日） 

貸借対照表計上額    

  期首残高 155,840,154 155,349,613 

  期中増減額 (490,540) (512,646) 

  期末残高 155,349,613 154,836,966 

期末時価 169,840,000 172,810,000 

（注１）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

（注２）期末時価は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定

士による鑑定評価額（決算日を価格時点とする一般財団法人日本不動産研究所、大和不動産鑑定株式会社又は株式会社中央不動産鑑定

所作成の「不動産鑑定評価書」によります。）を記載しております。 

 また、賃貸等不動産に関する損益は、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりであります。 
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（税効果会計に関する注記） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

    （単位：千円） 
 

 

 

 

第24期 

（平成27年９月30日） 

第25期 

（平成28年３月31日） 

繰延税金資産    

未払事業税損金不算入額 14 18 

繰延税金資産合計 14 18 

繰延税金資産の純額 14 18 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

要な項目別の内訳 

    （単位：％） 
 

 

 

 

第24期 

（平成27年９月30日） 

第25期 

（平成28年３月31日） 

法定実効税率 32.31 32.31 

（調整）    

支払分配金の損金算入額 △35.65 △32.87 

圧縮積立金取崩額 3.37 0.59 

その他 0.07 0.06 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.10 0.09 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の32.31％から平成28年９月期（第26期）から平成29

年３月期（第27期）に解消が見込まれる一時差異については31.74％に変更されました。 

この税率の変更による影響額は軽微です。 

 

 

（持分法損益等に関する注記） 

 第24期（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）及び第25期（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31

日）において、本投資法人には、関連会社が一切存在せず、該当事項はありません。 

 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社及び法人主要投資主等 

 第24期（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）及び第25期（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31

日）において、該当事項はありません。 

 

２．関連会社等 

 第24期（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）及び第25期（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31

日）において、該当事項はありません。 

 

３．兄弟会社等 

 第24期（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）及び第25期（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31

日）において、該当事項はありません。 

 

４．役員及び個人主要投資主等 

 第24期（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）及び第25期（自 平成27年10月１日 至 平成28年３月31

日）において、該当事項はありません。 
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（１口当たり情報に関する注記） 

 
 

 

第24期 
（自 平成27年４月１日 
至 平成27年９月30日） 

第25期 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年３月31日） 

１口当たり純資産額 394,027円 394,287円 

１口当たり当期純利益 4,788円 5,549円 

（注１）１口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することにより算定しております。 

また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。 

（注２）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
第24期 

（自 平成27年４月１日 
至 平成27年９月30日） 

第25期 
（自 平成27年10月１日 
至 平成28年３月31日） 

当期純利益（千円） 928,010 1,075,477 

普通投資主に帰属しない金額（千円） ─ ─ 

普通投資口に係る当期純利益（千円） 928,010 1,075,477 

期中平均投資口数（口）（注３） 193,800 193,800 

（注３）期中平均投資口数は、小数点第１位を四捨五入しております。 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 
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（７）【附属明細表】

① 有価証券明細表 

 該当事項はありません。 

 不動産信託受益権は、以下の不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しております。 

 

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

 該当事項はありません。 

 

③ 不動産等明細表のうち総括表 

              （単位：千円） 
 

資産の種類 
当期首 

残 高 

当 期 

増加額 

当 期 

減少額 

当期末 

残 高 

減価償却 累計額 差 引 

当期末 

残 高 

摘 

要 
又は償却 

累計額 

当 期 

償却額 

有 

形 

固 

定 

資 

産 

信託建物 53,272,908 254,321 ― 53,527,230 10,996,236 751,658 42,530,993  

信託構築物 954,609 753 ― 955,362 197,036 16,804 758,325  

信託機械及

び装置 
587,547 4,750 ― 592,297 403,473 21,041 188,824  

信託工具、

器具及び備品 
131,798 21,821 ― 153,619 95,067 5,553 58,552  

信託土地 111,298,931 ― ― 111,298,931 ― ― 111,298,931  

信託建設仮

勘定 
179 632 ― 811 ― ― 811  

合計 166,245,974 282,278 ― 166,528,252 11,691,814 795,057 154,836,438  

無 

形 

固 

定 

資 

産 

信託その他

無形固定資産 
1,290 176 ― 1,467 938 43 528  

合計 1,290 176 ― 1,467 938 43 528  

総計 166,247,264 282,454 ― 166,529,719 11,692,753 795,101 154,836,966  

 

④ その他特定資産の明細表 

 不動産信託受益権は、不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しております。 
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⑤ 投資法人債明細表 

銘柄 
発 行 

年月日 

当期首 

残 高 

（千円） 

当 期 

減少額 

（千円） 

当期末 

残 高 

（千円） 

利率 

（％） 
償還期限 使途 担保 

第４回無担保投資法人債 
平成22年 

９月29日 
5,000,000 ─  5,000,000 1.59 

平成29年 

９月29日 
（注１） 

無担保 

無保証 

第５回無担保投資法人債 
平成24年 

10月18日 
4,000,000 ─  4,000,000 0.66 

平成28年 

10月18日 
（注２） 

無担保 

無保証 

第６回無担保投資法人債 
平成26年 

９月29日 
4,000,000 ─  4,000,000 0.29 

平成30年 

９月28日 
（注３） 

無担保 

無保証 

第７回無担保投資法人債 
平成26年 

９月29日 
3,000,000 ─  3,000,000 0.86 

平成36年 

９月27日 
（注３） 

無担保 

無保証 

第８回無担保投資法人債 
平成27年 

２月26日 
3,000,000 ─  3,000,000 0.56 

平成34年 

２月25日 
（注３） 

無担保 

無保証 

合計 ─ 19,000,000 ─  19,000,000 ─ ─ ─ ─ 

（注１）資金使途は、第１回無担保投資法人債の償還資金です。 

（注２）資金使途は、第２回無担保投資法人債の償還資金です。 

（注３）資金使途は、借入金の返済資金です。 

（注４）投資法人債の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。 

 
１年以内 

（千円） 

１年超２年以内 

（千円） 

２年超３年以内 

（千円） 

３年超４年以内 

（千円） 

４年超５年以内 

（千円） 

投資法人債 4,000,000 5,000,000 4,000,000 ─ ─ 
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⑥ 借入金明細表 

区分 借入先 
当期首 
残 高 

（千円） 

当 期 
増加額 

（千円） 

当 期 
減少額 

（千円） 

当期末 
残 高 

（千円） 

平均利率 
（注１） 
（％） 

返済期限 使途 摘要 

の１ 

長年 

期内 

借返 

入済 

金予 

 定 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 ─ 750,000 ─ 750,000 

0.77565 

固定金利 

平成29年 

３月31日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 ─ 750,000 ─ 750,000 

株式会社福岡銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

株式会社伊予銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

株式会社常陽銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

株式会社南都銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

株式会社足利銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

株式会社第四銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

株式会社東日本銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

株式会社百五銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

株式会社横浜銀行 ─ 500,000 ─ 500,000 

合 計 ─ 6,000,000 ─ 6,000,000        

長 

期 

借 

入 

金 

株式会社日本政策投資銀行 5,000,000 ─ ─ 5,000,000 
1.54995 

固定金利 

平成29年 

９月29日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

株式会社日本政策投資銀行 4,000,000 ─ ─ 4,000,000 
1.91808 

固定金利 

平成30年 

２月28日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,500,000 ─ ─ 1,500,000 

1.18288 

固定金利 

平成31年 

９月30日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,500,000 ─ ─ 1,500,000 

株式会社三井住友銀行 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 

株式会社日本政策投資銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 500,000 ─ ─ 500,000 
1.37322 

固定金利 

平成32年 

９月30日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社日本政策投資銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 750,000 ─ 750,000 ─ 

0.77565 

固定金利 

平成29年 

３月31日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 750,000 ─ 750,000 ─ 

株式会社福岡銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社伊予銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社常陽銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社南都銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社足利銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社第四銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社東日本銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社百五銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社横浜銀行 500,000 ─ 500,000 ─ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

1.01933 

固定金利 

平成31年 

３月29日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社日本政策投資銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社三井住友銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,500,000 ─ ─ 1,500,000 1.01563 

固定金利 

平成31年 

３月29日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,500,000 ─ ─ 1,500,000 

明治安田生命保険相互会社 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 
1.41807 

固定金利 

平成32年 

９月30日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 
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区分 借入先 
当期首 
残 高 

（千円） 

当 期 
増加額 

（千円） 

当 期 
減少額 

（千円） 

当期末 
残 高 

（千円） 

平均利率 
（注１） 
（％） 

返済期限 使途 摘要 

長 

期 

借 

入 

金 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,500,000 ─ ─ 1,500,000 

0.78809 

固定金利 

平成30年 

９月28日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,500,000 ─ ─ 1,500,000 

株式会社三井住友銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社福岡銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社南都銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

オリックス銀行株式会社 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社七十七銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社足利銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3,500,000 ─ ─ 3,500,000 

0.37076 

変動金利 

平成30年 

３月30日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 3,500,000 ─ ─ 3,500,000 

株式会社三井住友銀行 750,000 ─ ─ 750,000 

株式会社福岡銀行 750,000 ─ ─ 750,000 

株式会社七十七銀行 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 

株式会社香川銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,750,000 ─ ─ 1,750,000 

0.80289 

固定金利 

平成31年 

９月30日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,750,000 ─ ─ 1,750,000 

株式会社日本政策投資銀行 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 

株式会社三井住友銀行 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 

株式会社福岡銀行 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 

株式会社伊予銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

オリックス銀行株式会社 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 

株式会社百五銀行 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,700,000 ─ ─ 2,700,000 

0.79695 

固定金利 

平成32年 

３月31日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 2,700,000 ─ ─ 2,700,000 

農林中央金庫 1,600,000 ─ ─ 1,600,000 

損害保険ジャパン日本興亜株式

会社 
800,000 ─ ─ 800,000 

株式会社伊予銀行 800,000 ─ ─ 800,000 

株式会社南都銀行 400,000 ─ ─ 400,000 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,500,000 ─ ─ 1,500,000 

0.92968 

固定金利 

平成34年 

９月30日 
（注２） 

無担保 
(注３) 
無保証 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,500,000 ─ ─ 1,500,000 

株式会社福岡銀行 1,000,000 ─ ─ 1,000,000 

明治安田生命保険相互会社 500,000 ─ ─ 500,000 

株式会社伊予銀行 500,000 ─ ─ 500,000 

合 計 66,000,000 ─ 6,000,000 60,000,000  

（注１）「平均利率」は、期中の加重平均を記載しており、小数点第６位を四捨五入しております。 

（注２）資金使途は、いずれも不動産信託受益権の購入資金、借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金です。 

（注３）一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。 

（注４）長期借入金（１年内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりで

す。 

 
１年超２年以内 

（千円） 
２年超３年以内 

（千円） 
３年超４年以内 

（千円） 
４年超５年以内 

（千円） 

長期借入金 19,000,000 11,000,000 22,500,000 2,500,000 
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２【投資法人の現況】

【純資産額計算書】
 
    （平成28年３月31日現在） 

  Ⅰ 資産総額 168,692,848,631 円 

  Ⅱ 負債総額 92,279,943,571 円 

  Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 76,412,905,060 円 

  Ⅳ 発行済数量 193,800 口 

  Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（注） 394,287 円 

（注）「１単位当たり純資産額」は、小数点以下を切捨てております。 
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第６【販売及び買戻しの実績】
 

 本投資法人は自らの販売及び買戻しの実績はありません。なお、第25期（平成28年３月期）の直近６計算期間の本投資

法人の投資口の発行実績は以下のとおりです。 

計算期間 発行日 発行口数（口） 買戻し口数（口） 
発行済投資口の総口

数（口） 

第20期 
自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日 

該当なし 
96,900 

(0) 

第21期 
自 平成25年10月１日 
至 平成26年３月31日 

該当なし 
96,900 

(0) 

第22期 
自 平成26年４月１日 
至 平成26年９月30日 

平成26年４月１日 

（注１） 

96,900 

(0) 

0 

(0) 

193,800 

(0) 

第23期 
自 平成26年10月１日 
至 平成27年３月31日 

該当なし 
193,800 

(0) 

第24期 
自 平成27年４月１日 
至 平成27年９月30日 

該当なし 
193,800 

(0) 

第25期 
自 平成27年10月１日 
至 平成28年３月31日 

該当なし 
193,800 

(0) 

（注１）平成26年３月31日を基準日、平成26年４月１日を効力発生日として、投資口１口につき２口の割合による投資口の分割を行いました。 

（注２）括弧内の数値は、本邦外におけるそれぞれの口数です。 
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第７【参考情報】
 

第25期計算期間の開始日から本書の日付までの間に以下の書類を関東財務局長に提出いたしました。 

 

平成27年12月21日 有価証券報告書（第24期：平成27年４月１日～平成27年９月30日）及びその添付書類 

平成28年３月17日 臨時報告書 

平成28年３月17日 訂正発行登録書 
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  独立監査人の監査報告書  

 

平成28年６月24日
 

グローバル・ワン不動産投資法人 
 
  役  員  会  御 中  

 

  新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 竹之内 和徳  印 

 

 
指定有限責任社員 
業務執行社員 

  公認会計士 安部 里史  印 

 
 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に掲

げられているグローバル・ワン不動産投資法人の平成27年10月１日から平成28年３月31日までの第25期計算期間の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー計算

書、注記表及び附属明細表について監査を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバ

ル・ワン不動産投資法人の平成28年３月31日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 

（注１）上記は独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が別途

保管しております。 

（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 

 


